
環境市民厚生常任委員会 
 

日 時  令和４年１２月１３日（火）  午前１０時００分 ～ 

場 所  全員協議会室 

 

１ 開 議 

 

２ 陳 情                        

 （１）亀岡市主催の会議の扱いについて（意見陳述） 

（２）亀岡市の地域包括事業について（意見陳述） 

 （３）亀岡市議会から厚生労働省に潜在看護師を活用する意見書を提出することを 

求める陳情 

 

３ 議案審査 

【市立病院】                      

（１）第８号議案 令和４年度亀岡市病院事業会計補正予算（第２号） 

（２）第17号議案 亀岡市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の 

制定について 

 

【こども未来部】                    

（１）第１号議案 令和４年度亀岡市一般会計補正予算（第４号） 

（２）第16号議案 かめまるランド条例の制定について 

 

【環境先進都市推進部】                 

（１）第１号議案 令和４年度亀岡市一般会計補正予算（第４号） 

 

【市民生活部】                     

（１）第１号議案 令和４年度亀岡市一般会計補正予算（第４号） 

（２）第２号議案 令和４年度亀岡市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

（３）第５号議案 令和４年度亀岡市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号） 

（４）第15号議案 亀岡市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について 

 

【健康福祉部】                     

（１）第１号議案 令和４年度亀岡市一般会計補正予算（第４号） 

（２）第３号議案 令和４年度亀岡市休日診療事業特別会計補正予算（第１号） 

（３）第４号議案 令和４年度亀岡市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 



４ 討 論～採 決 

 

５ 議会だよりの掲載事項について 

 

６ 行政報告                       

（１）（仮称）かめおかこども木育ひろばについて（こども未来部） 

（２）亀岡市再生可能エネルギー導入戦略・亀岡市地球温暖化対策実行計画 

（区域施策編）の素案について（環境先進都市推進部） 

（３）世界首長誓約について（環境先進都市推進部） 

（４）年末一斉クリーン作戦の実施について（環境先進都市推進部） 

（５）旧亀岡市若宮工場の解体工事について（環境先進都市推進部） 

 

７ その他 













令和４ 年１ ２ 月１ ３ 日 

環境市民厚生常任委員会行政報告 

 

 

－ 提 出 資 料 ― 
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令和４年１２月１３日 

 環境市⺠厚⽣常任委員会 

 

− 提 出 資 料 ― 

 

資料１  

⻲岡市再⽣可能エネルギー導⼊戦略・⻲岡市地球温暖化対

策実行計画（区域施策編）の素案について 

資料２  

世界⾸⻑誓約について 

資料３  

年末⼀⻫クリーン作戦の実施について 

資料４  

旧⻲岡市若宮⼯場の解体⼯事について 
 
 
 
 
 

環境先進都市推進部 



亀岡市再生可能エネルギー導入戦略・
亀岡市地球温暖化対策実行計画（ 区域施策編）

計画の概要 「 かめおか脱炭素宣言」 に基づく 2050年カ ーボンニュ ート ラ ル達成に向けて、 市域における温室効果ガスの現
況・ 将来推計や再生可能エネルギーのポテンシャ ル調査を実施し 、 温室効果ガスの削減目標と 再エネの導入目標、
目標達成のための施策を示すも のです。

※温対法に基づき 、 地方公共団体は「 地方公共団体実行計画」 を策定するも のと さ れています。
特に「 区域施策編」 は、 その区域の自然的社会的条件に応じ 、 温室効果ガスの排出量削減等を 推進する総合的な計画です。

■ 契約相手 ： NTTビジネスソ リ ュ ーショ ンズ（ 株） 、 （ 株） エヌ ・ ティ ・ ティ ・ データ 経営研究所

■ 契約金額 ： ９ ， ９ ９ ９ ， ０ ０ ０ 円

※環境省補助（ ３ ／４ 補助） 、 交付税措置（ １ ／４ ） を受けています。

■ 契約期間 ： 令和４ 年８ 月２ ９ 日～令和５ 年２ 月２ ２ 日

■ 計画期間 ： 令和5( 2023) 年度～令和13( 2031) 年度
※第3次亀岡市環境基本計画と 合わせています。

■ 目標 ： 令和12( 2030) 年度 ≪中期≫ … 基準年度( 2013年度) 比で50％削減

令和32( 2050) 年度 ≪長期≫ … カ ーボンニュ ート ラ ル

亀岡市域でのカ ーボンニュ ート ラ ル達成のために

計画の対象

契約など

資料 １



計画策定の背景 – 温暖化へのアプローチ -

■ 世界的な目標
令和3( 2021) 年開催「 COP26」 …気温上昇を 1. 5度以内に抑えるこ と を明記

■ カ ーボンニュ ート ラ ル表明国
125カ 国、 １ 地域（ 2021年4月）
※日本、 EU、 アメ リ カ 、 イ ギリ スは2050年カ ーボンニュ ート ラ ル
中国は2060年カ ーボンニュ ート ラ ル

■ 日本の目標
2050年 カ ーボンニュ ート ラ ル
2030年 基準年度比で46％削減

■ ゼロカ ーボンシティ 表明自治体
797自治体、 府内では亀岡市ほか15自治体( 2022年10月末)

■ 府の目標
2050年 カ ーボンニュ ート ラ ル
2030年 基準年度比で46％“ 以上” 削減

気候変動の影響が顕著と なる中、 1997年に定めら れた「 京都議定書」 の後継と なるパリ 協定が2015年に採択さ れ、 産業革命前に比べて気温上昇をプラ ス
「 1. 5度」 に抑える努力目標が国際的に共有さ れまし た。 その後、 2021年のCOP26（ 気候変動枠組条約締約国会議） において、 公式に1. 5度が目標に設定さ
れまし た。 日本においても 、 2030年までに重点的に取り 組む施策などを取り まと めた「 地域脱炭素ロード マッ プ」 を 2021年に発表し 、 特に、 地域課題の
解決と 脱炭素を一体的に進める地域脱炭素を 重要施策と し ています。

プラ ス1. 5度の目標達成に向けて、 脱炭素化を 加速

参考： EDMC／エネルギー・
経済統計要覧2022年版

世界の動向

国の動向

府の動向



亀岡市の温室効果ガス排出量の現況
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廃棄物分野（ 一般廃棄物） メ タ ン 一酸化二窒素 その他( HFC, PFC, SF6)

( 千t-CO2)

▶ 1位 運輸部門
自動車台数は横ばいのため、 自然現象は見込めない
≪対策≫EV等の次世代自動車への転換、 カ ーシェ アリ ング

▶ 2位 家庭部門
温室効果ガス排出量は、 人口より 世帯数の影響が大き い
≪対策≫省エネ促進や住宅への太陽光導入

東日本大震災

（ 2019年排出量内訳）

437千t -CO2 2019年（ 最新実績値） の内、

運輸部門が一番多く 、 次いで家庭部門と 続く

排出量の推移は、 2012年をピーク に減少傾向

…原子力発電の停止によっ て火力発電の
割合が増え、 電力排出係数が増加

亀岡市域の温室効果ガス排出量



温室効果ガスの将来推計

BAU（ 現状趨勢） ケース

現状のまま特に追加対策を行わなかっ た場合
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国の施策を按分し 、 亀岡市での削減効果を推計

２ パタ ーンで推計を実施。 追加対策を 行わなかっ た場合、 ほぼ横ばいで推移
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国施策
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亀岡市施策
40千t-CO2
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亀岡市施策
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温室効果ガスの削減目標 – 脱炭素シナリ オ -

2030年に基準年度( 2013) 比で50％削減、 2050年カ ーボンニュ ート ラ ル
目標達成への道筋をバッ ク キャ スト で算出

■ 目標達成時の温室効果ガス排出量

2030年 ： 293千tCO2 ( 587×1/2)

2050年 ： 0千tCO2

50％
削減

587

437

293

147

■ 温室効果ガス排出量の削減目標

2030年 ： 40千tCO2

≪計算≫BAU( 現状趨勢) ケース – 国施策 – 排出量

424千tCO2 – 91千t CO2 -293千tCO2 = 40千t CO2

2050年 ： 144千tCO2

≪計算≫BAU( 現状趨勢) ケース – 国施策 – 排出量

415千tCO2 – 271千tCO2 - 0 = 144千t CO2

424 418 415

実質
ゼロ



再生可能エネルギーのポテンシャ ル

太陽光発電に大き なポテンシャ ル

太陽光発電,  

1, 181, 716 

風力発電,  

421, 226 

中小水力発電,  

11, 072 

バイ オマスエネルギー,  95, 946 

単位： MWh/年

ポテンシャ ルマッ プ 太陽光
太陽光( 土地系)

資料： 環境省
REPOS

■ 内訳
バイ オマス発電 ： 森林系>生活系>農業系>畜産系

太陽光発電 ：
田>荒廃農地( 再生利用困難) >戸建て住宅など>その他建物>ため池…

■ ポテンシャ ルまと め
・ 太陽光発電の特に土地系に大き なポテンシャ ルがある

・ 次いで風力発電と なるが、 導入時の諸課題を考慮すると 亀岡市に
おいては太陽光発電と バイ オマスエネルギーの活用が有力と なる

太陽光( 建物系)

ポテンシャ ルマッ プ 小水力ポテンシャ ルマッ プ 風力

資料： 環境省REPOS 資料： 環境省REPOS

( 導入実績1, 226除く )

( 導入実績60, 181除く )



再生可能エネルギーの導入目標

太陽光発電を中心と し た再エネ導入と 省エネを両輪で推進

■ ４ つの対策

8. 8

28. 3
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6. 1

0 .0 0
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2 0 .0 0

2 5 .0 0
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4 0 .0 0

4 5 .0 0

2 0 3 0 2 0 5 0

再エネ導入量 省エネ導入量 再エネ実績値

( 万M W h /年)

太陽光( 土地系) 6. 9
太陽光( 建物系) 1. 9

太陽光( 土地系) 14. 6
太陽光( 建物系) 4. 1
バイ オマス 9. 6

再エネ導入 省エネ推進

エネルギー転換
吸収源・

オフ セッ ト 対策

11. 6万MWh

42. 3万MWh

❶ 再エネ導入でエネルギーの地産地消を 図る
❷ 省エネでエネルギー消費量の総量を削減
❸ ガスから 電気への転換を図る（ 可能な限り の電化）
❹ 森林による吸収、 バイ オ炭の炭素貯留等を検討

■ 亀岡市の特徴を生かす

最も ポテンシャ ル量の多い太陽光発電を主軸に、 バイ オ
マス発電の導入も 検討し 、 省エネやエネルギー転換も 組
み合わせながら 目標達成を目指し ます。

■ 目標量

2030年 温室効果ガス削減目標 40千t CO2 ｜ 2050年 温室効果ガス削減目標 144千t CO2

→電力換算で11. 6万MWh/年 →電力換算で42. 3万MWh/年



目標達成に向けた対策・ 施策

恵まれた地域資源を生かし た地域循環圏の創造を目指し て



 
 

  

 

 

＜素案＞ 

 

 

亀岡市地球温暖化対策実行計画 

（ 区域施策編）  

 

 



 
 

  



 
 

 

はじ めに 

 

 

地球温暖化は、 気温の上昇に伴う 農作物や生態系への影響、 異常気

象による自然災害の頻発など、 人々の暮ら し に大き なリ スク をも たら

し ています。 温室効果ガスの排出を抑制し 、 持続可能な社会を次世代

に受け継いでいく ため、 地球温暖化対策は世界共通の課題と なっ てい

ます。  

 地球温暖化により 、 水と 緑に恵まれた豊かな自然環境が失われるこ

と のないよう 、 亀岡市では、 世界に誇れる環境先進都市を目指し 、 令

和 3（ 2021） 年に「 かめおか脱炭素宣言」 を表明し まし た。 宣言では、 市、 事業者、 市民が力を

合わせ、 令和 32（ 2050） 年までに温室効果ガスの排出量実質ゼロを目指すこ と と し ています。  

 本計画では、 温室効果ガス排出量の基礎調査などを踏まえ、 温室効果ガスの削減目標や再生可

能エネルギーの導入目標を示し 、カ ーボンニュ ート ラ ルに向けた取組をより 具体的に描いていま

す。  

 地域の資源である再生可能エネルギーの活用は、 温室効果ガスの削減につながるだけでなく 、

地域の雇用や資本を生かし た域内経済の活性化、災害時のエネルギー確保と いっ たレジリ エンス

の強化に資するも のです。 産業・ 交通・ 暮ら し など様々な分野で、 亀岡市の豊かな自然エネルギ

ーを活用し 、 地域課題の解決と 地域の魅力・ 質の向上を実現し ていく こ と が期待さ れます。  

 そし て、持続可能なまちづく り には、私たち一人ひと り の着実な行動と 協働が必要不可欠です。

本計画がその取組の指針と なればと 考えており ますので、一層のご理解と ご協力をお願い申し 上

げます。  

 結びに、 本計画の策定にあたり 貴重なご意見、 ご提案をいただき まし た皆様に心より 御礼申し

上げます。  

 

 

令和 5（ 2023） 年 2 月 

亀岡市長 桂川 孝裕 

 

 

  

○案  
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第１ 章 計画策定の背景 
 

１  地球温暖化と は 

私たちの社会はそれぞれの地域の気候を背景にかたちづく ら れています。 その気候が、 地球規

模で、 私たちが経験し たこ と のないも のに変わり つつあり ます。  

地球温暖化は、 平均的な気温の上昇のみなら ず、 異常高温（ 熱波） や大雨・ 干ばつの増加など

の様々な気候の変化をと も なっ ており 、 生物活動や、 水資源・ 農作物への影響、 氷河や氷床の縮

小など、 自然生態系や人間社会にすでに現れています。 将来、 地球の気温はさ ら に上昇すると 予

想さ れ、 より 深刻な影響が生じ ると 考えら れています。  

こ れら の地球温暖化に伴う 気候の変化がも たら す様々な影響に対し て、世界各国と の協力体制

を構築し 、 解決策を見いだし ていかなければなり ません。 こ れが地球温暖化問題です。  

 

■地球温暖化のメ カ ニズム 

 
                                  資料： 環境省 

２  地球温暖化の現況と リ スク  

（ １ ） 温室効果ガス濃度と 気温の変化 

人間は石油や石炭、 天然ガスなどの化石燃料を燃やし てエネルギーを取り 出し 、 経済を成長

さ せてきまし た。 温室効果ガス排出量の大半を占める二酸化炭素は、 主にこ れら 化石燃料を燃

焼さ せるこ と により 発生し ます。 二酸化炭素の発生原因はエネルギー由来のも のが多く を占め

ており 、 私たちの生活に不可欠な電気を作るために大量の化石燃料が使われています。 その結

果、 大気中の二酸化炭素の濃度は、 産業革命前に比べて約 50％も 増加し ています。 令和 4

（ 2022） 年 11 月の WMO（ 世界気象機関） の報告によると 、 当年の世界の平均気温は産業革命前

を 1. 15 度上回る見込みと なっ ています。  
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I PCC（ 気候変動に関する政府間パネル） の第 5 次評価報告書では、 20 世紀末頃（ 昭和 61

（ 1986） 年～平成 17（ 2005） 年） と 比べて、 有効な温暖化対策をと ら なかっ た場合、 21 世紀末

の世界の平均気温は、 2. 6～4. 8 度上昇（ 赤色の帯）、 厳し い温暖化対策をと っ た場合でも 0. 3～

1. 7 度上昇（ 青色の帯） する可能性が高く なり ます。 さ ら に、 平均海面水位は、 最大 82cm上昇

する可能性が高いと 予測さ れています。  

 

■平均気温の上昇 

 

        資料： I PCC第 5 次評価報告書 統合報告書政策決定者向け要約 図 SPM. 1( a) より 環境省作成 

 

（ ２ ） 地球温暖化の進行に伴う リ スク  

地球温暖化が進行すると  、 地球の気象が変化し 、 異常気象による災害の頻発や干ばつによる

食糧危機、 海面上昇による居住地の喪失などが引き 起こ さ れます。  

 すでに、 温暖化による影響は、 私たちの生活においても 、 台風や集中豪雨などによる災害をは

じ め熱波による熱中症など身近な問題と なっ ています。  

 地球温暖化の対策には、 温室効果ガス排出量の抑制などを行う 「 緩和策」 と 、 現在及び将来の

気候変動の影響を軽減・ 回避する「 適応策」 の二本柱があり ます。 気候変動を抑えるためには緩

和策が最も 重要と なり ますが、 最大限の排出量削減を行っ たと し ても 、 既に排出さ れた温室効果

ガスは長期間にわたっ て蓄積さ れ、 ある程度の影響は避けら れません。 地球温暖化のリ スク 低減

のためには、 緩和策と 適応策を車の両輪と し て進めていく こ と が求めら れます。  

 

■2100 年末に予想さ れる日本への影響 

 

 

 

 

 

 

 

資料： 環境省 環境研究総合推進費 S-8 2014 年報告書/ 

全国地球温暖化防止活動推進センタ ーウェ ブサイ ト （ ht t ps: //www. j ccca. or g/）  

https://www.jccca.org/
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３  地球温暖化対策に関する動向  

（ １ ） 国内外の動向 

●世界的な潮流 

京都議定書の後継と なる温室効果ガス削減に関する世界的な枠組みと し て、 平成 27（ 2015）

年に採択さ れたパリ 協定では、「 平均気温上昇の幅を 2 度未満と する」 目標が国際的に共有さ

れ、 平成 20（ 2018） 年に公表さ れた I PCCの特別報告書では、「 気温上昇を 2 度より リ スク の低

い 1. 5 度に抑えるためには、 令和 32（ 2050） 年までに二酸化炭素の実質排出量をゼロにするこ

と が必要」 と さ れています。 そし て、 令和 3（ 2021） 年に開催さ れた COP26（ 第 26 回気候変動

枠組条約締約国会議） では、 気温上昇を抑える目標と し て「 1. 5 度」 目標が公式文書と し て明記

さ れまし た。  

し かし ながら 、 令和 4（ 2022） 年は新型コ ロナウイ ルスによるパンデミ ッ ク 、 ウク ラ イ ナ侵

攻や気候変動に起因する自然災害が相次いだこ と が影響し 、 目標の達成が危ぶまれる状況と な

っ たこ と から 、 令和 4（ 2022） 年度の COP27（ 第 27 回気候変動枠組条約締約国会議） において

は、 新技術や再生可能エネルギー源の利用など、 気候変動を緩和さ せるよう な取組を行う 、 よ

り 野心的なコ ミ ッ ト メ ント が発表さ れまし た。  

なお、 令和 3（ 2021） 年 4 月時点で、 125 カ 国・ 1 地域が、 令和 32（ 2050） 年までにカ ーボ

ンニュ ート ラ ルを実現するこ と を表明し ており 、 こ れら の国における二酸化炭素排出量は世界

全体の 37. 7％にのぼり ます。 また、 世界最大の二酸化炭素排出国である中国は、 令和 42

（ 2060） 年までにカ ーボンニュ ート ラ ルを実現するこ と を令和 2（ 2020） 年 9 月の国連総会で国

家主席が表明し ています。 各国の表明内容は様々ですが、 いずれも カ ーボンニュ ート ラ ルに至

る単一の道筋にコ ミ ッ ト するこ と はなく 、 複数のシナリ オを掲げて取り 組んでいます。  

 

■世界の二酸化炭素排出量（ 令和元（ 2019） 年度）  

 

 資料： EDMC／エネルギー・ 経済統計要覧 2022 年版/ 

全国地球温暖化防止活動推進センタ ーウェ ブサイ ト （ ht t ps: //www. j ccca. or g/）  

https://www.jccca.org/
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■主要国のカ ーボンニュ ート ラ ル表明状況 

 

                                   資料： 経済産業省 

●国の動き 

令和 2（ 2020） 年 10 月には、 成長戦略の柱に経済と 環境の好循環を掲げ、 グリ ーン社会の実

現、 具体的には令和 32（ 2050） 年までに温室効果ガスの排出を全体と し てゼロ（ カ ーボンニュ ー

ト ラ ル） の実現を目指すこ と 、 令和 12（ 2030） 年においては基準年度（ 平成 25（ 2013） 年） 比で

46％削減するこ と を表明し まし た。  

中でも 次世代型太陽電池、カ ーボンリ サイ ク ルをはじ めと し た、革新的なイ ノ ベーショ ンが鍵

になり 、 実用化を見据えた研究開発を加速度的に促進すると し ています。 また、 規制改革などの

政策を総動員し 、 グリ ーン投資のさ ら なる普及を進めると と も に、 脱炭素社会の実現に向けて、

国と 地方で検討を行う 新たな場を創設するなど、 総力を挙げて取り 組む方針を掲げています。  

 

●各自治体でのゼロカ ーボンシティ への取組 

ゼロカ ーボンシティ への取組については、 亀岡市を含む 797 自治体が既に表明し ており 、 自

治体総人口は約 1 億 1, 933 万人に上っ ています。 京都府内でも 亀岡市ほか 15 自治体が参加し て

います。（ 令和 4（ 2022） 年 10 月末時点）  

 

（ ２ ） 京都府の動き 

●平均気温や二酸化炭素排出量の状況 

京都府全体の平均気温は年々上昇し ています。 令和 2（ 2020） 年度の温室効果ガス排出量は 

1, 290 万ト ン（ 二酸化炭素換算） であり 、 前年度比では 2. 8%（ 35 万ト ン） の増加と なっ ている

こ と から 、 さ ら なる温室効果ガス削減のための取組を進める必要があり ます。  
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■京都府の平均気温の推移 

 

                             資料： 京都府地球温暖化防止活動推進センタ ー 

 

■京都府の二酸化炭素の排出量の推移 

 

                                     資料： 京都府 

●温室効果ガス排出量削減目標 

京都府では令和 2（ 2020） 年 2 月に、「 令和 32（ 2050） 年温室効果ガス排出量実質ゼロ」 を

目指すこ と を宣言し 、 次のよう な目標を設定し まし た。  

【 長期的な目標】  令和 32（ 2050） 年度 温室効果ガス排出量 実質ゼロ 

【 当面の目標】   令和 12（ 2030） 年度 基準年度（ 平成 25（ 2013） 年度） 比 46%以上削減 

 

●再生可能エネルギー導入目標 

京都府では、 温室効果ガスの削減に向けて徹底的な省エネ対策の推進に加え、 再エネの最大

限の導入・ 利用を重視し ており 、 次のよう な目標指標を設定し まし た。  



 
6  

【 令和 12（ 2030） 年度における目標指標】  

 ・ 府内の総電力需要量に占める再生可能エネルギー電力使用量の割合 ：  36～38％ ※1 

 ・ 府内の総電力需要量に対する府内の再生可能エネルギー発電電力量の割合 ：  25%以上 ※2 

   ※1 府外で発電さ れた再エネを含む ※2 府内で発電さ れた再エネに限る 

 

（ ３ ） 環境先進都市実現に向けた亀岡市の取組 

亀岡市では、 温対法に基づき 、 平成 18（ 2006） 年に「 亀岡市地球温暖化対策実行計画（ 事務

事業編）」 を策定し 、 事務事業における温室効果ガスの排出抑制に取り 組んでいます。 あわせ

て、 令和 4（ 2022） 年に策定し た「 第 3 次亀岡市環境基本計画」 においては、「 二酸化炭素排出

量実質ゼロのまちづく り 」 を重点目標に掲げ、「 かめおか脱炭素宣言」（ 令和 3（ 2021） 年 2 月表

明） のも と 、 脱炭素社会の実現に向けて市民や事業所と と も に令和 32（ 2050） 年カ ーボンニュ

ート ラ ルを目指すこ と と し ています。  

また、「 かめおかプラ スチッ ク ごみゼロ宣言」 を受けて令和 2（ 2020） 年 3 月には日本初のプ

ラ スチッ ク 製レジ袋の提供禁止に関する条例を制定し たほか、 同年 7 月には内閣府から 「 SDGs

未来都市」 の選定を受けるなど、 豊かな自然環境を未来に引き 継ぎ、 暮ら し と 社会を持続可能

なも のと し ていく ため、「 世界に誇れる環境先進都市」 を目指し た取組を推進し ています。  

 

●亀岡市の温室効果ガス削減目標 

【 長期的な目標】  令和 32（ 2050） 年度 温室効果ガス排出量 実質ゼロ 

【 中期的な目標】  令和 12（ 2030） 年度 基準年度（ 平成 25（ 2013） 年度） 比 50%削減 

 

■「 環境先進都市」 に向けた亀岡市の取組 
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■亀岡市の近年の取組 

平成 29( 2017) 年：  亀岡市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金 

平成 30( 2018) 年：   亀岡ふるさ と エナジー設立 

亀岡市ゼロエミ ッ ショ ン計画策定 

かめおかプラ スチッ ク ごみゼロ宣言 

平成 31( 2019) 年：  亀岡市太陽光発電設備の設置及び管理に関する条例 

令和 2( 2020) 年 ：  亀岡市ポイ 捨て等禁止条例制定 

亀岡市プラ スチッ ク 製レジ袋の提供禁止に関する条例制定 

亀岡市 SDGs 未来都市計画策定 

年谷浄化センタ ー消化ガス発電開始 

令和 3( 2021) 年 ：  かめおか脱炭素宣言 

令和 4( 2022) 年 ：  第 3 次亀岡市環境基本計画策定 

 

 

※コ ラ ム 

亀岡ふるさ と エナジーの取組 
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第２ 章 計画の基本的事項 
 

１  計画の位置づけ  

国においては、2050 年カ ーボンニュ ート ラ ル宣言や地球温暖化対策計画の見直し 、地球温暖化

対策の推進に関する法律（ 以下、「 温対法」 と 言います。） の改正などが行われ、 地球温暖化を取

り 巻く 状況が大き く 変わり つつあり ます。  

「 亀岡市地球温暖化対策実行計画（ 区域施策編）」（ 以下、「 本計画」 と 言います。） は、 そのよ

う な状況を背景に、 温対法の規定に準じ 、 市・ 市民・ 事業等の各主体が連携し ながら 、 市域の自

然的社会的条件に応じ て温室効果ガス排出量の削減に取り 組むこ と を目的と するも のです。さ ら

に、 脱炭素社会の構築を見据え、 適切な再エネ導入目標の設定及び地域課題の解決を同時に達成

するための施策を示し ています。  

また、本計画は亀岡市環境基本計画における地球温暖化対策に関する取組を推進するための実

行計画であると と も に、 気候変動適応法に基づく 適応策を示すも のです。  
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２  計画の期間、 基準・ 目標年度 

本計画の期間は、 第 3 次亀岡市環境基本計画にあわせて、 令和 5（ 2023） 年度から 令和 13

（ 2031） 年度までと し ます。  

ただし 、 計画期間内においても 亀岡市を取り 巻く 環境、 社会情勢、 技術動向などの変化に応

じ て、 柔軟に改善・ 見直し を行います。  

なお、 地球温暖化対策は中長期的な展望が必要なこ と から 、 中期（ 令和 12（ 2030） 年度） 及

び長期（ 令和 32（ 2050） 年度） 目標も 設定し 、 計画を推進し ます。  

 基準年度は、 国の地球温暖化対策計画に基づき、 平成 25（ 2013） 年度と し ます。  

 

３  計画の対象 

（ １ ） 対象と する温室効果ガス 

本計画において対象と する温室効果ガスは、 温対法に定めら れた以下の 7 種類のガスと し ま

す。  

 

■温室効果ガスの種類と 主な排出活動 

温室効果ガスの種類 主な排出活動 

二酸化炭 

素（CO2 ） 

エネルギー起源 CO2  燃料の使用、他人から供給さ れた電気の使用、他人から供給さ れた熱の使用 

非エネルギー起源

CO2  

工業プロセス、廃棄物の焼却処分、廃棄物の原燃料使用など 

メ タン（CH 4 ） 工業プロセス、炉における燃料の燃焼、自動車の走行、耕作、家畜の飼養及び

排せつ物管理、農業廃棄物の焼却処分、廃棄物の焼却処分、廃棄物の原燃料使

用など、廃棄物の埋立処分、排水処理 

一酸化二窒素（N 2 O） 工業プロセス、炉における燃料の燃焼、自動車の走行、耕地における肥料の施

用、家畜の排せつ物管理、農業廃棄物の焼却処分、廃棄物の焼却処分、廃棄物

の原燃料使用など、排水処理 

ハイドロフルオロカーボン類

（H FCs） 

クロロジフルオロメ タン又は H FCs の製造、冷凍空気調和機器、プラスチッ

ク、噴霧器及び半導体素子などの製造、溶剤等と しての H FCs の使用 

パーフルオロカーボン類（PFCs） アルミ ニウムの製造、PFCs の製造、半導体素子等の製造、溶剤などと しての

PFCs の使用 

六ふっ化硫黄（SF 6 ） マグネシウム合金の鋳造、SF 6  の製造、電気機械器具や半導体素子などの製

造、変圧器、開閉器及び遮断器その他の電気機械器具の使用・点検・排出 

三ふっ化窒素（N F 3 ） N F 3  の製造、半導体素子などの製造 

  （注）三フッ化窒素（N F3 ）については、本市における排出量はゼロ 

                             参考：環境省 地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル 
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（ ２ ） 対象範囲 

対象と する範囲は、 市内全域と し ます。  

 

（ ３ ） 対象部門 

対象と する部門は、 次のと おり と し ます。  

部門・分野 説明 

産業部門 製造業 製造業における工場・事業場のエネルギー消費に伴う 排出。 

建設業・鉱業 建設業・鉱業における工場・事業場などのエネルギー消費に伴う 排出。 

農林水産業 農林水産業における工場・事業場などのエネルギー消費に伴う 排出。 

業務その他部門 事務所・ビル、商業・サービス業施設のほか、他のいずれの部門にも帰属しないエ

ネルギー消費に伴う 排出。 

家庭部門 家庭におけるエネルギー消費に伴う 排出。 

運輸部門 自動車（旅客） 自動車（旅客）におけるエネルギー消費に伴う 排出。 ※1  

自動車（貨物） 自動車（貨物）におけるエネルギー消費に伴う 排出。 

鉄道 鉄道におけるエネルギー消費に伴う 排出。 

廃棄物 廃棄物の焼却などに伴い発生する排出。  

※1 自家用自動車から の排出は、 運輸部門（ 自動車（ 旅客）） で計上し ています。  
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第３ 章 亀岡市の地域特性 
 

１  自然環境 

亀岡市は、南北に長い京都府のほぼ中央、京都市の西方約 20kmの距離に位置し 、北は南丹市、

東は京都市に、 南と 西は大阪府に接し ており 、 西側は兵庫県にも ほど近い距離にあり ます。  

京都市と は、地形的に分断さ れているも のの、JR山陰本線の電化や京都縦貫自動車道の整備に

よっ て結びつきが強化さ れ、 住宅都市と し ての機能を強めながら 発展し てき まし た。 同時に丹波

地域の玄関口であり 、 その中心と し て独自の都市圏を持つ自立性も 合わせ持っ ています。  

 

（ １ ） 気候・ 気象 

夏と 冬の寒暖差や朝と 夜の気温差が大きいと いう 盆地特有の気候です。  

亀岡盆地の北東部から 北部にかけ愛宕山山系がそびえ立ち、 冬になると 霧が頻繁に発生し 、

溜まり やすい地形と なっ ています。  

平成 23( 2011) 年から 令和 2( 2020) 年の平均気温を見ると 、 概ね 15 度前後で推移し ていま

す。  

また、 平成 23( 2011) 年から 令和 2( 2020) 年の総降水量は、 1, 155mmから 1, 967mmの間で推移

し ています。  

 

■亀岡市の気温 

 

                                          資料： 亀岡市統計書 
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■亀岡市の降水量 

 

                                         資料： 亀岡市統計書 

 

（ ２ ） 自然環境 

●植生・ 生態系 

亀岡市の植生は、 市街地及び農地を除く ほと んどの部分が常緑広葉樹林と なっ ており 、 湿潤

な山地の斜面中部から 下部には落葉広葉樹が、 より 上部の斜面や乾燥し た尾根筋には常緑針葉

樹が群生し ています。 また保津川をはじ めと する河川周辺には草本群落から 、 ヤナギ林などの

樹林や、 竹林が分布し ています。  

貴重な種の生息状況をみると 、 重要種と し てミ ズニラ やオニバス、 ミ ズワラ ビなど 47 種の

生息が確認さ れています。（ 平成 23（ 2011） 年度調査）。  

また、 市内の河川には、 国の天然記念物であり 、 種の保存法に基づく 国内希少野生動植物に

指定さ れているアユモド キや、 オオサンショ ウウオなど、 多様な生物が生息し ています。  

          

●河川の特徴 

亀岡市内を流れる各河川は、 いずれも 重要な水資源と し て農業用水な ど に利用さ れて いま

す。  

亀岡盆地の中央を流れる保津川には七谷川や千々川、 愛宕谷川など多く の小河川が流れこ ん

でいます。 そのため、 大雨で氾濫し やすいほか、 狭く 険し い保津峡で堰き止めら れるこ と によ

り 、 上流部での水害を引き おこ し やすいと いう 特徴があり ます。  
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２  産業の状況 

亀岡市の産業別就業者数の割合（ 令和元（ 2019） 年時点） は、 第 1 次産業は 1. 3％、 第 2 次

産業が 6. 5％、 第 3 次産業が 92. 2％と サービス産業化が進んでいます。  

 近年の製造品出荷額は、 おおよそ横ばいの推移と なっ ています。  

 

■亀岡市 産業別就業者数 

 
                                      資料： 環境省「 自治体カ ルテ」  

 

■亀岡市 事業所数 

  

                                 資料： 経済センサス基礎調査  
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■亀岡市 製造品出荷額 

 

                                         資料： e-St at 政府統計 

 

３  都市構造 

亀岡市の都市構造は、 京都都市圏近郊の住宅都市と し ての性格を有し ており 、 基幹交通網で

ある JR山陰本線（ 嵯峨野線） と 国道 9 号に沿っ て、 細長く 連担し た市街地が形成さ れていま

す。 城下町を起源と する JR亀岡駅南側の旧市街地のほか、 JR馬堀・ 並河・ 千代川の各駅周辺

には古く から の農村と 比較的新し い住宅地が混在する形で市街地が形成さ れ、 京都都市圏に近

接する市域東部には戦後の高度経済成長期に開発さ れたニュ ータ ウンが広がっ ています。  

また、 JR亀岡駅北口では、 サンガスタ ジアム by KYOCERAを中心に商業施設の誘致や、 ビジ

ネスホテルの開業、 住宅地の整備も 進むなど、 賑わいあるまちづく り が進んでいます。  

商業・ 業務などの機能は、 JR亀岡駅周辺の旧市街地を中心に集積がみら れますが、 モータ リ

ゼーショ ンの発達やラ イ フ スタ イ ルの変化に伴っ て、 次第に、 国道 9 号沿線に立地・ 更新が進

む大規模商業店舗や沿道サービス型の店舗、 オフ ィ スビルなどに賑わいの中心がシフ ト し てき

ています。  

工業・ 流通などの機能は、 国道 9 号の沿線や京都縦貫自動車道 I C周辺など事業活動に適し

た立地条件を求めて集積が進んでいます。 また、 市街地の周辺部には、 昭和の大合併以前の旧

村を起源と する集落を中心にコ ミ ュ ニティ が形成さ れています。 こ れら の集落は、 1980～90 年

代のいわゆるバブル経済期の山林部の住宅団地造成によっ て一時的な人口の急増を経験し た地

域はあるも のの、 現在では人口流出や少子化、 高齢化が進んでいます。  

土地利用状況については、 市の地目別土地面積の約 52％を山林が占め、 次に田が 29％と な

っ ています。 また、 農地、 緑地は減少傾向にあり 、 建物用地が増加し ています。  

自動車の保有については、 人口減少傾向の中でも 総台数は概ね横ばいと なっ ています。  
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■土地利用状況（ 非課税地を除く ）  

  
                             資料： 亀岡市統計書（ 令和 3 年版）  

■亀岡市 自動車台数の推移 

 

                               資料： 環境省「 自治体カ ルテ」  

■農地の状況 
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亀岡市 全国

４  人口動態 

亀岡市は、 府内３ 位の人口規模を有し ていますが、 平成 12（ 2000） 年の 94, 555 人をピーク に

緩やかな人口減少が続いており 、 将来的にも 減少の継続が見込まれています。 亀岡市人口ビジョ

ンにおける人口シミ ュ レーショ ンでは、令和 12（ 2030）  年の人口を 81, 352 人、令和 32（ 2050）

年には 73, 736 人になると 推計し ています。  

■亀岡市の人口推計 

 
                                      参考： 亀岡市人口ビジョ ン 

 

５  エネルギー 

亀岡市の産業別エネルギー消費量の構成比（ 平成 30（ 2018） 年度推計） は、 鉄鋼･非鉄･金属

製品製造業が最も 高く 、 次いで、 その他のサービス、 同率で機械製造業と 宿泊業・ 飲食サービ

ス業の順と なっ ています。 全国平均の割合と 比較すると 、 その他のサービスは高い一方、 鉄鋼･

非鉄･金属製品製造業は低く なっ ています。  

■産業別エネルギー消費量構成比 
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■亀岡市の所得循環構造（ 平成 30( 2018) 年度）   

 亀岡市においては、 所得循環構造から 次の傾向が確認でき ます。  

・ サービス業が市域経済の中心になっ ており 、 特に民生部門の二酸化炭素排出割合が最大 

・ 市外へのエネルギー代金の流出額が約 118 億円( う ち約 54 億円が石油等の化石燃料の消

費) 、 実質域内総生産の約 5. 5%( 平成 30( 2018) 年時点) になっ ている 

・ 特に運輸部門や家庭において石油等の化石燃料への依存度が高い 

 

 

資料: 環境省「 地域経済循環分析」  
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■亀岡市のエネルギー消費状況 

化石燃料由来の熱需要に対し て、 再エネ導入ポテンシャ ルの熱量が上回っ ており 、 ポテンシ

ャ ルが活用できていない状況です。  

また、 化石燃料のほと んどが運輸関連で消費さ れています。  

 

 

                               参考： 地域エネルギー需要データ ベース 
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６  課題 

亀岡市においては、 民間消費、 民間投資、 エネルギー代金の全てが流出し ている傾向にあり

ます。  

本計画を通じ て、 省エネや再エネ導入によるエネルギーの地産地消を促し 、 エネルギー代金

の流出を食い止めると と も に、 脱炭素化施策を通じ 、 地域の課題を解決するこ と でまちの魅力

度を高め、 民間消費及び投資の流入を目指し ます。  

 また、 亀岡市では、 家庭部門と 業務その他部門を合わせた民生部門の温室効果ガス排出量が

最も 多く （ 第 4 章掲載）、 亀岡市における排出量は特定の大企業によるも のではなく 、 市民や中

小事業者など様々な主体による排出割合が多いこ と を示し ています。 目標達成のためには、 市

民や中小事業者の再エネや省エネへの理解や積極的な取組が不可欠と なり ます。  

 

■亀岡市の課題 

分類 内容 

環境問題 • 快適環境・ 生活環境( 環境汚染対策、 景観保全)  

• 資源循環・ 廃棄物対策( ごみ減量化・ 資源化、 美化活動)  

• 自然環境( 使い捨てプ ラ スチッ ク ごみ削減、観光・ 農業への波及、有害鳥獣や外

来生物対策)  

• 地域環境・ 温暖化対策( 2050年までに温室効果ガス実質ゼロ 、再エネ導入・ 利用

促進)  

• 市民・ 事業者と の連携協力( 人材育成、 パート ナーシッ プ)   

• 持続可能な産業( 農業の担い手不足、 森林の活用)  

脱炭素の推進 • エネルギーの地産地消 

• エネルギーの安全保障( エネルギーの自給自足)  

• 再生可能エネルギーの導入拡大 

• 省エネルギーの促進 

• 環境に配慮し た交通手段の推進 

• 気候変動対策の推進 

• 多様なエネルギーの調査・ 研究 
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１  算定手法                            

（ １ ）  二酸化炭素排出量の算定手法 

●現況推計: 各部門・ 業種ごと の全国や京都府の炭素量を亀岡市の活動量で按分する方法を用い

て、 二酸化炭素排出量を算定し まし た。  

 

■二酸化炭素排出量 算定方法 

温室効果ガス 

種類 

部門分野 業種 算定方法 

二酸化炭素 

  

  

  

  

  

  

  

  

産業部門 

  

  

製造業 製造業炭素排出量( 京都府) /製造品出荷額( 京都府) ×製造品

出荷額( 亀岡市) ×44/12( 係数)  

建設業・  

鉱業 

建設業・ 鉱業炭素排出量( 京都府) /従業者数( 京都府) ×従業

者数( 亀岡市) ×44/12( 係数)  

農林水産業 農林水産業炭素排出量( 京都府) /従業者数( 京都府) ×従業者

数( 亀岡市) ×44/12( 係数)  

業務その他 

  

業務その他炭素排出量( 京都府) /従業者数( 京都府) ×従業者

数( 亀岡市) ×44/12( 係数)  

家庭部門 

  

家庭部門炭素排出量( 京都府) /世帯数( 京都府) ×世帯数( 亀

岡市) ×44/12( 係数)  

運輸部門 

  

  

旅客自動車 旅客炭素排出量( 全国) /旅客自動車保有台数( 全国) ×旅客自

動車保有台数( 亀岡市) ×44/12( 係数)  

貨物自動車 貨物炭素排出量( 全国) /貨物自動車保有台数( 全国) ×貨物自

動車保有台数( 亀岡市) ×44/12( 係数)  

鉄道 鉄道炭素排出量( 全国) /人口( 全国) ×人口( 亀岡市) ×

44/12( 係数)  

廃棄物 

  

産業廃棄物の種類ごと の焼却量( t ) ×排出係数( t -CO2/t )  

 

●将来推計: 本推計では平成 25( 2013) 年度から 令和元( 2019) 年度間の各部門分野別に設定し た活

動量の将来変化を推定し 、 その変化率から 将来の二酸化炭素排出量を算出し まし た。 家庭部門

及び運輸部門( 鉄道) では、「 亀岡市人口ビジョ ン」 の推計値を使用し まし た。  

 

（ ２ ）  二酸化炭素以外の温室効果ガス排出量の算定手法 

●現況推計: 二酸化炭素以外の温室効果ガスについては、 メ タ ン( CH4) 、 一酸化二窒素( N2O) 、

HFCs・ PFCs・ SF6 を対象に推計を行いまし た。 各部門・ 区分ごと に設定し た活動量も し く は二酸

化炭素排出量で全国の排出量を按分するこ と で算定し まし た。  

 

第４ 章 温室効果ガス排出量の現況推計と 将来推計 
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■二酸化炭素以外の温室効果ガス排出量 算定方法 

温室効果ガス種類 部門 区分 算定方法 

二酸化炭素以外の

温室効果ガス 

  

メ タ ン 

  

エネルギー 

   

燃料の燃焼 全国排出量×当該部門の CO2 排出量の

全国比 

自動車 全国排出量×当該部門の CO2 排出量の

全国比 

石油等漏洩 全国排出量×全部門の CO2 排出量の全

国比 

工業プロセス 

  

全国排出量×化学工業製品出荷額等の

全国比 

農業 

  

  

  

家畜の腸内発酵 全国排出量×牛頭数の全国比 

家畜のふん尿管理 全国排出量×牛頭数の全国比 

稲作 全国排出量×田面積の全国比 

農業廃棄物焼却 全国排出量×田面積の全国比 

土地利用 土地利用等 全国排出量×経営耕地面積の全国比 

廃棄物 

  

  

埋め立て 全国排出量×人口の全国比 

下水処理 全国排出量×人口の全国比 

焼却 焼却処理量×排出係数 

一酸化

二窒素 

  

エネルギー 燃料の燃焼 全国排出量×当該部門の CO2 排出量の

全国比 

自動車 全国排出量×当該部門の CO2 排出量の

全国比 

    工業プロセス  排出事業者なし  

農業 家畜のふん尿管理 全国排出量×牛頭数の全国比 

農地 全国排出量×経営耕地面積の全国比 

農業廃棄物焼却 全国排出量×田面積の全国比 

土地利用 土地利用等 全国排出量×経営耕地面積の全国比 

廃棄物 下水処理 全国排出量×人口の全国比 

焼却 焼却処理量×排出係数 

HFCs - フ ッ 化物製造 排出事業者なし  

- マグネシウム製造 排出事業者なし  

- 半導体・ 液晶 排出事業者なし  

- 冷蔵庫及び空調 全国排出量×世帯数の全国比 

- 発泡剤 全国排出量×人口の全国比 

- 消火剤 全国排出量×人口の全国比 

- エアゾール 全国排出量×人口の全国比 

- 溶剤 全国排出量×人口の全国比 

PFCs - フ ッ 化物製造 排出事業者なし  

- 半導体・ 液晶 排出事業者なし  

- 溶剤 全国排出量×人口の全国比 
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- 製品使用時漏洩 全国排出量×人口の全国比 

SF6 - フ ッ 化物製造 排出事業者なし  

- マグネシウム製造 排出事業者なし  

- 半導体・ 液晶 排出事業者なし  

- 電気設備 全国排出量×電気消費量の全国比 

- 製品使用時漏洩 全国排出量×人口の全国比 

 

●将来推計: 二酸化炭素排出量と 同様に推移すると 仮定し 、 二酸化炭素排出量の将来推計と 同様

の算定方法を用いまし た。  

 

２  温室効果ガス排出量の推移                    

 亀岡市の現況排出量を二酸化炭素排出量及び二酸化炭素以外の温室効果ガスに分けて整理を

行いまし た。  

平成 25( 2013) 年度( 基準年度) の二酸化炭素の排出量は 508 千 t-CO2、 二酸化炭素以外の温室

効果ガス排出量は 79 千 t-CO2 と なり 、 総排出量は 587 千 t-CO2 です。  

令和元( 2019) 年度( 最新実績値) 二酸化炭素の排出量は 378 千 t-CO2、 二酸化炭素以外の温室効

果ガス排出量は 59 千 t-CO2 と なり 、 総排出量は 437 千 t-CO2 です。  

 

■部門分野別温室効果ガス排出量内訳 

 

平成 25( 2013) 年度              令和元( 2019) 年度 
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●二酸化炭素排出量 

亀岡市の令和元( 2019) 年度の二酸化炭素排出量は 378 千 t-CO2 と なっ ています。 その中でも

運輸部門が最も 多く 、 143 千 t-CO2 と なっ ており 、 こ れは、 排出量の 33％を占めます。  

亀岡市における自動車の台数は横ばい傾向にあり 、 運輸部門の排出量が自然に減少する可能

性は低いと 考えら れるこ と などから 、 電気自動車( EV) 、 燃料電池自動車( FCV) などの次世代自動

車への転換促進や、 エコ ド ラ イ ブなどの取組が必要になると 考えら れます。  

次に多いのは家庭部門で、 85 千ｔ -CO2 と なっ ており 、 こ れは、 排出量の 22％を占めます。  

亀岡市は、 人口 8 万人規模の中規模都市であり 、 京都市のベッ ド タ ウン的な位置であるこ と

から 、 家庭部門の占める割合が高いと 考えら れるこ と などから 、 排出量削減のためには、 家電

製品の買い替えなどの省エネの促進や、 住宅への太陽光発電設備の導入などが重要と 考えら れ

ます。  

 

●二酸化炭素以外の温室効果ガス排出量 

 二酸化炭素以外の温室効果ガスと し てメ タ ン、 一酸化二窒素、 その他( HFCs、 PFCs、 SF6) の現

況排出量を求めまし た。  

令和元( 2019) 年度の二酸化炭素以外の温室効果ガスの排出量合計は 59 千 t-CO2 と なり 、 その

内訳は、 メ タ ン 16 千 t-CO2、 一酸化二窒素 8 千 t-CO2、 その他( HFCs、 PFCs、 SF6)  35 千 t-CO2

と なっ ています。  

排出量削減のためには、 代替フ ロン使用機器の管理徹底や、 ノ ンフ ロン機器の利用を促進す

る必要があり ます。  

農畜産業においては、 田における水管理を行う こ と で地中のメ タ ン発生量を抑えるこ と や、

メ タ ンが発生し にく い飼料の導入を検討し ます。  

また、 食品ロスを減ら すこ と も 排出量削減に寄与し ます。  
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■亀岡市の温室効果ガス排出量現況推移 

 

資料： 環境省「 自治体カ ルテ」  ※平成 18( 2006) 年度実績値データ 無し  

 

部門・ 分野 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 
 

合計 567 548 486 556 587 545 496 437 

 

 

二酸化炭素  490 475 420 481 508 471 429 378 

  

 

産業部門 120 104 77 86 94 82 74 69 

   製造業 105 91 65 73 82 66 58 54 

   建設業・ 鉱業 5 4 3 5 4 4 4 3 

   農林水産業 9 9 9 9 8 12 13 12 

  業務その他部門 88 85 72 105 111 103 88 72 

  家庭部門 99 102 95 117 133 121 109 85 

   運輸部門 177 174 165 163 160 155 149 143 

   

 

自動車 171 168 159 156 153 149 143 138 

   

 

旅客 98 95 93 92 89 84 82 77 

   

 

貨物 73 73 66 64 64 65 61 61 

   

 

鉄道 6 6 5 6 7 7 6 5 

  廃棄物分野( 一般廃棄物)  6 10 11 11 10 9 8 9 

 メ タ ン 21 20 18 20 21 20 18 16 

 一酸化二窒素 10 10 9 10 11 10 9 8 

 その他( HFCs, PFCs, SF6)  45 44 39 44 47 44 40 35 

( 千 t-CO2)  

資料： 環境省「 自治体カ ルテ」  
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３  排出量の増減要因                        

亀岡市の温室効果ガス排出量は平成 24( 2012) 年度をピーク に減少傾向にあり ます。  

こ の傾向は、亀岡市に給電を行う 系統電力の電力排出係数の減少によるも のが原因だと 考えら

れます。  

平成 24( 2012) 年度に排出量が急増し た理由は、 東日本大震災による福島県の原子力発電の被

災を受けて、 全国的に原子力発電を一時的に停止し たこ と や、 その不足分を補う ために火力発電

の割合を増やし たこ と によるも のだと 推測さ れます。  

そのため、 今後、 災害などによる電力排出係数の増加と いっ た可能性を考慮する必要があると

考えら れます。  

次に、亀岡市の排出量の 33％を占める運輸部門では、自動車台数は横ばいであるにも かかわら

ず、 部門排出量と し ては、 減少傾向にあり ます。  

こ れは、 ガソ リ ン車の燃費向上やハイ ブリ ッ ド 車( HV) 、 電気自動車( EV) の普及、 そし てエコ ド

ラ イ ブなどの取組によるも のだと 考えら れます。  

次に多い 19％を占める家庭部門では、 人口は減少傾向、 世帯は増加傾向にあり ます。  

人口減少に伴う エネルギー需要の減少、 省エネ活動の普及により 、 排出量が減少し ていると 考

えら れます。  

 

■亀岡市温室効果ガス排出量及び系統電力の電力排出係数推移 

 

資料： 電力排出係数は環境省から 引用 

■亀岡市 自動車台数の推移( 再掲)  

 
資料： 環境省「 自治体カ ルテ」  

0. 000000

0. 000100

0. 000200

0. 000300

0. 000400

0. 000500

0. 000600

0

100

200

300

400

500

600

700

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

GHG排出量 電力排出係数

( 千t-CO2) ( t -CO2/kWh)

温室効果ガス排出量 電力排出係数

46, 637 46, 637 46, 897 47, 052 47, 206 47, 175 47, 564 47, 934 48, 378 49, 114 48, 914 48, 645 48, 959 49, 067 48, 520 

14, 515 14, 515 14, 293 13, 559 13, 239 12, 956 13, 020 12, 855 12, 910 12, 958 12, 839 12, 861 12, 702 12, 789 12, 678 

0

10, 000

20, 000

30, 000

40, 000

50, 000

60, 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

( 台)

旅客自動車 貨物自動車



 
2 6  

■ 輸送量当たり の二酸化炭素排出量のめやす（ 全国）  

( 旅客)                   ( 貨物)  

   

資料： 国土交通省「 運輸部門における二酸化炭素排出量」  

■亀岡市 人口及び世帯の推移 

 
資料： 環境省「 自治体カ ルテ」 /亀岡市「 人口ビジョ ン」  

■家庭から の二酸化炭素排出量のめやす（ 全国）  
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リ オフ ィ ス／ 
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（ ht t ps: //www. j ccca. or g/）  

https://www.jccca.org/
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 ４  排出量の将来推計                       

将来の排出量について、 追加的な削減対策を行わない場合の「 BAU( 現状すう 勢) シナリ オ

( Busi ness As Usual ) 」 と 国施策を考慮し た対策ケースの 2 パタ ーンで亀岡市の温室効果ガス排

出量の将来推計を行いまし た。  

 

●BAU推計 

人口が「 亀岡市人口ビジョ ン」 と 同様に推移し 、 電力の排出係数が一定に推移すると 仮定し

まし た。 その場合、 令和 32( 2050) 年度までの温室効果ガス排出量は、 令和元( 2019) 年度比で約

5％減少すると 推測さ れます。  

 

■亀岡市の温室効果ガス排出量将来推計( BAU)  

 
 

 

    2 0 13  2 0 19  2 0 3 0  2 0 4 0  2 0 5 0  

合計   5 8 7  4 3 7  4 2 4  4 18  4 15  

二酸化炭素 合計 5 0 8  3 7 8  3 6 7  3 6 2  3 5 9  

  製造業 8 2  5 4  5 0  5 0  5 0  

  建設業・鉱業 4  3  3  3  2  

  農林水産業 8  12  11  11 11  

  業務その他 111  7 2  7 3  7 3  7 3  

  家庭 13 3  8 5  7 8  7 3  7 1  

  旅客自動車 8 9  7 7  7 8  7 8  7 8  

  貨物自動車 6 4  6 1  6 1  6 0  6 0  

  鉄道 7  5  5  4  4  

  廃棄物 10  9  9  9  9  

メ タン   2 1  16  15  15  15  

一酸化二窒素   11  8  8  8  8  

その他( H FCs ,PFC s ,SF6 )  4 7  3 5  3 4  3 4  3 3  

( 千 t-CO2)  

0

100

200

300

400

500

600

700

2013 2019 2030 2040 2050

製造業 建設業・ 鉱業 農林水産業 業務その他
家庭 旅客自動車 貨物自動車 鉄道
廃棄物 メ タ ン 一酸化二窒素 その他( HFCs, PFCs, SF6)

( 千 t-CO2)  
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●対策ケース 

国の施策に基づいた亀岡市の取組による温室効果ガス排出量削減効果を考慮し 、 推計を行い

まし た。 結果、 令和 32( 2050) 年度の温室効果ガス排出量は令和元( 2019) 年度比で約 67％減少す

ると 考えら れます。  

 

■亀岡市の温室効果ガス排出量将来推計 対策ケース 

 

 

  2 0 13  2 0 19  2 0 3 0  2 0 4 0  2 0 5 0  

合計   5 8 7  4 3 7  3 3 3  2 3 8  14 4  

二酸化炭素 合計 5 0 8  3 7 8  2 9 1  2 11  13 2  

  製造業 8 2  5 4  4 4  3 4  2 4  

  建設業・鉱業 4  3  2  2  1  

  農林水産業 8  12  10  8  6  

  業務その他 111  7 2  4 7  2 4  1  

  家庭 13 3  8 5  5 8  3 3  8  

  旅客自動車 8 9  7 7  6 6  5 6  4 6  

  貨物自動車 6 4  6 1  5 2  4 3  3 4  

  鉄道 7  5  4  3  2  

  廃棄物 10  9  9  9  9  

メ タン   2 1  16  11  7  3  

一酸化二窒素 11  8  6  4  2  

その他( H FCs ,PFC s ,SF6 )  4 7  3 5  2 5  16  7  

( 千 t-CO2)  

0

100

200

300

400

500

600

700

2013 2019 2030 2040 2050

国施策削減量 製造業 建設業・ 鉱業 農林水産業
業務その他 家庭 旅客自動車 貨物自動車
鉄道 廃棄物 メ タ ン 一酸化二窒素
その他( HFCs, PFCs, SF6)

( 千t-CO2)

国施策

2 7 1

千t-CO 2

国施策

18 0

千t-CO 2

国施策

9 1

千t-CO 2
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第５ 章 再生可能エネルギーの導入 
 

１  各種再生可能エネルギーの特徴  

 再生可能エネルギーと は、 資源に限り のある化石燃料と は異なり 、 一度利用し ても 比較的短期

間に再生が可能であり 、 資源が枯渇せず繰り 返し 利用できるエネルギーです。  

また、 温室効果ガスを排出せず生産できると いう 特徴も あり 、 日本では太陽光・ 風力・ 水力・

地熱・ 太陽熱・ 大気中の熱その他の自然界に存する熱・ バイ オマスが再生可能エネルギーと し て

政令で定めら れています。 代表的な再生可能エネルギーの特徴は以下のと おり です。  

 

（ １ ）  太陽光発電 

●概要 

太陽光発電は、 シリ コ ン半導体などに光が当たると 電気が発生する現象を利用し 、 太陽の光

エネルギーを太陽電池( 半導体素子) により 直接電気に変換する発電方法です。  

 

●特徴 

 管理者が常駐する必要がないと いう 長所がある一方で、発電量が天候に左右さ れると いう 短所

があり ます。  

 

資料： 資源エネルギー庁「 なっ と く ！再生可能エネルギー」  

（ ２ ）  風力発電 

●概要 

風力発電は、 風の力を利用し て風車を回し て行う 発電方法です。  

 

●特徴 

 管理者が常駐する必要がないと いう 長所がある一方で、発電量が風向きや風速に依存するこ と

や、 導入に当たっ ては騒音の発生や景観を損ねるなどの課題があり 、 合意を形成するこ と が困難

なケースがあり ます。  
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資料： 資源エネルギー庁「 なっ と く ！再生可能エネルギー」  

 

（ ３ ）  中小水力発電 

●概要 

水力発電は、水が高い所から 低い所へ流れる時の位置エネルギーを利用し て行う 発電方法です。 

 

●特徴 

近年では、 大き なダムを活用するよう な大規模水力以外にも 、 河川の流水や農業用水、 上下水

道を利用する中小水力発電の検討及び建設が活発化し ています。既に開発済みの大規模水力に比

べて、 まだ開発でき る地点が多く 残さ れており 、 今後のさ ら なる開発が期待さ れます。  

今後開発が期待さ れる中小水力発電には、 環境影響の考慮、 水利権の調整、 未開発地点は開発

済み地点と 比べてコ スト が高いこ と などが課題と し てあり ます。  

 

 

資料： 資源エネルギー庁「 なっ と く ！再生可能エネルギー」  
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（ ４ ）  バイ オマスエネルギー 

●概要 

バイ オマスと は、 動植物などから 生まれた生物資源の総称です。  

バイ オマス資源の活用方法と し ては、 バイ オマス発電と バイ オマス熱利用があり 、 バイ オマス

発電は、 こ の生物資源を「 直接燃焼」 や「 ガス化さ せて燃焼」 するなどし て行う 発電方法です。 

一方、 バイ オマス熱利用は、 バイ オマス資源を直接燃焼し 、 廃熱ボイ ラ ーから 発生する蒸気の

熱を利用し たり 、バイ オマス資源を発酵さ せて発生し たメ タ ンガスを都市ガスの代わり に燃焼し

たり し て利用するこ と などをいいます。  

 

●特徴 

天候に左右さ れやすい太陽光発電や風力発電の補助を行う こ と が可能です。  

その一方で、 資源が広い地域に分散し ているため、 収集・ 運搬・ 管理にコ スト がかかる小規模

分散型の設備になり がちと いう 課題があり ます。  

■バイ オマス発電 

 

資料： 資源エネルギー庁「 なっ と く ！再生可能エネルギー」  

■バイ オマス熱利用 

 

資料： 資源エネルギー庁「 なっ と く ！再生可能エネルギー」  
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（ ５ ）  地熱発電 

●概要 

地熱発電と は、 地中深く から 取り 出し た蒸気を利用し て行う 発電方法です。  

 

●特徴 

昼夜問わず発電でき ると いう 長所があり ますが、 立地地区は公園や温泉などの施設が点在す

る地域と 重なるため、 地元関係者と の調整が必要と なると いう 課題があり ます。  

 

 

資料： 資源エネルギー庁「 なっ と く ！再生可能エネルギー」  

 

 

２  再生可能エネルギーの導入状況 

環境省が運営する再生可能エネルギー情報提供システム( Renewabl e Ener gy Pot ent i al  Syst em、

以下 REPOS と 言います。 ) で公表さ れている実績及び固定価格買取制度( Feed i n t ar i f f 、 以下

FI T と 言います。 ) で認定さ れている件数は以下のと おり です。  

現状では、 10kW未満の太陽光発電で 2, 783 件、 10kW以上の太陽光発電で 466 件、 バイ オマス

発電で 1 件の実績が確認さ れます。  

 

■亀岡市の再生可能エネルギー導入設備量 

分類 設備容量( MW)  発電可能量( MWh/年)  導入例 

太陽光発電 46. 5 60, 181 
亀岡メ ガソ ーラ ー発電所、  

京都スタ ジアム発電所、 など 

風力発電 0 0 － 

中小水力発電 0 0 － 

バイ オマス発電 0. 2 1, 226 年谷浄化センタ ー 

地熱発電 0 0 － 

合計 46. 7 61, 407 － 

資料： 自治体再エネ情報カ ルテ Ver . 1( 2022 年 4 月 1 日)  
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■亀岡市の太陽光発電導入件数 

10kW未満 10kW以上 

 

う ち  

自家発電 

設備併設 

 

う ち  

50kW未満 

う ち  

50kW以上 

500kW未満 

う ち  

500kW以上

1, 000kW未満 

う ち

1, 000kW以上

2, 000kW未満 

う ち

2, 000kW以上 

2, 783 214 466 433 17 10 4 2 

( 件)  

情報： 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 情報公表用ウェ ブサイ ト  

「 エリ ア別の認定及び導入量( 2022 年 6 月末時点) 」  

 

３  再生可能エネルギーの導入ポテンシャ ル 

●導入ポテンシャ ルの定義 

導入ポテンシャ ルと は、 全自然エネルギーから 「 現在の技術水準で利用困難なも の」「 法令・

土地用途などによる制約があるも の」 を除外し たエネルギー資源量です。  

再生可能エネルギーの導入ポテンシャ ルと し て、 太陽光発電、 風力発電、 中小水力発電、 バ

イ オマスエネルギー及び地熱発電の 5 分類について調査し まし た。  

 

■導入ポテンシャ ルと 賦存量の関係 

 

 資料： 環境省「 地方公共団体における長期の脱炭素シナリ オ作成方法と その実現方策に係る参考資料」  

 

なお、「 法令・ 土地用途などによる制約」 と し ては、 例えば太陽光発電の場合、 次のよう な推

計除外条件が設定さ れています。  
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■太陽光発電における導入ポテンシャ ルの推計除外条件 

 

資料： 環境省「 令和 3 年度再エネ導入ポテンシャ ルに係る情報活用及び提供方策検討等調査委託業務報告書」  

 

（ １ ）  太陽光発電 

●推計方法 

REPOSにて、 太陽光発電の導入ポテンシャ ルは大分類と し て建物系と 土地系に区分さ れ、 さ ら

にそこ から 中分類・ 小分類ごと に分けて算出さ れています。  

建物系については、 旧耐震基準と なる昭和 55( 1980) 年以前の建物に関し て倒壊・ 損壊のリ ス

ク から 導入を見送る可能性があるこ と に加え、 住宅は空き家への設置が難し いこ と が想定さ れ

るこ と などから 、 より 現実性の高い値を求めるため、 REPOSにて算出さ れている建物系の導入ポ

テンシャ ルから 、 除外条件と し て「 築年数」 と 「 住宅の空き 家率」 を考慮し て導入ポテンシャ

ルを算出し まし た。  

土地系については、 ため池は満水面積データ を基に REPOSの手法に従っ て導入ポテンシャ ル

を算出し 、 それ以外は REPOSにて算出さ れている値を導入ポテンシャ ルと し て用いまし た。  

 

■太陽光発電の導入ポテンシャ ル推計方法 

太陽光発電の導入ポテン シャ ル分類 

推計方法 
大分類 中分類 小分類 

建物系 

戸建住宅など 導入ポテンシャ ル( REPOS)  
 ×1981 年以降の建築率 
 ×( 1 - 空き 家率)  集合住宅 

官公庁 
導入ポテンシャ ル( REPOS)  
 ×1981 年以降の建築率 
 
※分類に現れない建物。 商業施設、 オフ
ィ スビ ルなど  

病院 
学校 
工場・ 倉庫 
その他建物※ 
鉄道駅 

土地系 

最終処分場 一般廃棄物 

導入ポテンシャ ル( REPOS) を 引用 耕地 
田 
畑 

荒廃農地 
再生利用可能( 営農型)  
再生利用困難 

ため池 
満水時面積データ と REPOS の算出方法を
使用 
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●推計結果 

 太陽光発電の導入ポテンシャ ルの推計結果は以下のと おり です。  

太陽光発電の合計で約 124 万 MWh/年の導入ポテンシャ ルがあると 推計し まし た。  

なお、 導入実績を除外すると 約 118 万 MWh/年と なり ます。  

導入ポテンシャ ルの大きさ を中分類・ 小分類別に比較すると 、 田、 荒廃農地の再生利用困

難、 戸建住宅など、 その他建物、 ため池の順と なり ます。  

■太陽光発電の導入ポテンシャ ル 

大分類 中分類 小分類 
設備容量 

( M W )  

年間発電電力量 

( M W h /年)  

建物系 

戸建住宅など 10 7 .8  13 8 ,2 6 9  

集合住宅 0 .9  1 ,1 8 1  

官公庁 2 .5  3 ,2 3 8  

病院 0 .8  9 8 2  

学校 7 .4  9 ,5 0 8  

工場・倉庫 5 .3  6 ,7 4 0  

その他建物 8 7 .6  112 ,0 0 3  

鉄道駅 0 .2  2 6 1  

土地系 

最終処分場 一般廃棄物 8 .3  10 ,5 7 5  

耕地 
田 3 9 2 .8  5 0 2 ,4 6 8  

畑 19 .0  2 4 ,2 5 9  

荒廃農地 
再生利用可能( 営農型)  6 .5  8 ,2 6 7  

再生利用困難 2 7 6 .2  3 5 3 ,3 4 9  

ため池※ 5 9 .1  7 0 ,7 9 7  

合計① 9 7 4 .4  1 ,2 4 1 , 8 9 7  

導入実績②( F I T 認定済み)  4 6 .5  6 0 ,1 8 1  

導入実績除外後の導入ポテンシャル( ①-②)  9 2 7 .9  1 ,1 8 1 ,7 16  

※設置可能面積算定係数： 0. 40、 パネル設置係数： 0. 111kW/㎡、 地域別発電係数： 1, 198kWh/kW・ 年 

■太陽光発電ポテンシャ ルマッ プ 

( 左) 建物系                       ( 右) 土地系 

  

資料： 環境省「 促進区域検討支援ツール」  
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（ ２ ）  風力発電 

●推計方法 

 風力発電の導入ポテンシャ ルは、 REPOSの値を用いまし た。  

 

●推計結果 

風力発電の導入ポテンシャ ルの推計結果は以下のと おり です。  

亀岡市は海に面し ていないこ と から 、 洋上風力発電の導入は見込めず、 陸上風力のみで約

42. 1 万 MWh/年の導入ポテンシャ ルがあるこ と を確認し まし た。  

 

■風力発電の導入ポテンシャ ル 

 設備容量( MW)  発電可能量( MWh/年)  

賦存量 1, 243. 9 3, 071, 119 

導入ポテンシャ ル① 153. 3 421, 226 

導入実績② 0 0 

導入実績を除外し た導入ポテンシャ ル 

( ①-②)  
153. 3 421, 226 

 

■風力発電ポテンシャ ルマッ プ 

 

資料： 環境省「 促進区域検討支援ツール」  
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（ ３ ）  中小水力発電 

●推計方法 

 中小水力発電の導入ポテンシャ ルは、 REPOSの値を用いまし た。  

 

●推計結果 

 中小水力発電の導入ポテンシャ ルの推計結果は以下のと おり です。  

約 1. 1 万 MWh/年の導入ポテンシャ ルがあるこ と を確認し まし た。  

 

■中小水力発電の導入ポテンシャ ル 

 設備容量 

( MW)  

発電可能量 

( MWh/年)  

導入ポテンシャ ル① 2. 8 11, 072 

導入実績② 0 0 

導入実績除外後の導入ポテンシャ ル 

( ①-②)  
2. 8 11, 072 

 

■中小水力発電のポテンシャ ルマッ プ 

  

※赤破線部が亀岡市のポテンシャ ルに該当 

資料： 環境省「 REPOS 中小水力： 地図」  
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（ ４ ）  バイ オマスエネルギー 

●推計方法 

まず、 燃料と し て用いるこ と ができ る資源を森林系、 農業系、 畜産系及び生活系の４ つに分

類し 、 それぞれの年間に活用できる資源量を調査し まし た。  

次に、 活用できる資源量から 発生する熱量をエネルギー賦存量と し て算出し 、 最後にボイ ラ

ーの発電効率を乗ずるこ と によっ て導入ポテンシャ ルを算出し まし た。  

なお、 バイ オマス発電については、 エネルギー賦存量が変動する可能性があるこ と から 、 将

来の活動量の変化を推計し 、 令和 32( 2050) 年時点の導入ポテンシャ ルを併せて算出し まし た。  

■バイ オマス資源の分類 

 

※農業系のう ち、    は亀岡市該当分 

 

■バイ オマスエネルギーの導入ポテンシャ ル推計方法 

 
●推計結果 

 バイ オマスエネルギーの導入ポテンシャ ルの推計結果は以下のと おり です。  

森林系を中心に、 約 9. 7 万 MWh/年の導入ポテンシャ ルがあると 推計し まし た。  

なお、 導入実績を除外すると 約 9. 6 万 MWh/年と なり ます。  

また、 令和 32（ 2050） 年においては、 人口変動の将来推計を考慮し た結果、 生活系の導入ポ

テンシャ ルが減少する推計と なり まし たが、 その減少幅は全体の 1％程度にと どまり ます。  

一方、 今回の推計結果をバイ オマス熱利用の観点で整理すると 、 約 39 万 GJ/年の導入ポテン

シャ ルと なり ます。  
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■バイ オマスエネルギーの導入ポテンシャ ル 

分類 
発電可能量 

( MWh/年)  
参考： 発熱量( GJ/年)  

森林系 81, 804 327, 215 

農業系 6, 779 27, 116 

畜産系 1, 312 5, 248 

生活系 7, 277 29, 110 

合計① 97, 172 388, 689 

導入実績② 1, 226 ― 

導入実績除外後の 

導入ポテンシャ ル( ①-②)  
95, 946 ― 

 

■バイ オマス発電のポテンシャ ル比較 

 

 

（ ５ ）  地熱発電 

●推計方法 

地熱発電の導入ポテンシャ ルは、 REPOSの値を用いまし た。  

 

●推計結果 

地熱発電の導入ポテンシャ ルの推計結果は以下のと おり です。  

導入ポテンシャ ルは 0 MWであるこ と を確認し まし た。  
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■地熱発電の導入ポテンシャ ル 
 

設備容量( MW)  発電可能量( MWh/年)  

導入ポテンシャ ル① 0 0 

導入実績② 0 0 

導入実績除外後の導入ポテンシャ ル 

( ①-②)  
0 0 

 

（ ６ ）  再生可能エネルギー導入ポテンシャ ルまと め 

導入ポテンシャ ル( 導入実績除外後) の大き さ は太陽光発電、 風力発電、 バイ オマスエネルギ

ー、 中小水力発電の順と なり ますが、 導入時の課題を考慮し 、 亀岡市においては太陽光発電と

バイ オマスエネルギーの活用を推進し ていく こ と と し ます。  

 

■再生可能エネルギーの導入ポテンシャ ル 

再生可能エネルギー種別 

導入ポテンシャ ル( 導入実績除外後)  

設備容量( MW)  発電可能量( MWh/年)  

太陽光発電 927. 9 1, 181, 716 

風力発電 153. 3 421, 226 

中小水力発電 2. 8 11, 072 

バイ オマスエネルギー※ ― 95, 946 

地熱発電 0 0 

合計 ― 1, 709, 960 

※バイ オマスエネルギーの発電可能量は、 亀岡市内のバイ オマス資源量より 算出し たエネ

ルギー賦存量( 約 39 万 GJ) をも と に換算し たため、 設備容量は算出し ていません。  

 

■導入ポテンシャ ルの内訳 

 

太陽光発電,  

1, 181, 716 

風力発電,  421, 226 

中小水力発電,  11, 072 

バイ オマスエネルギー,  95, 946 

単位： MWh/年 
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１  脱炭素実現のためのシナリ オ  

亀岡市が掲げている目標は以下のと おり です。 こ の目標を達成するために、 バッ ク キャ スト 手

法によっ て脱炭素シナリ オを検討し まし た。  

●令和 12( 2030) 年度： 基準年度である平成 25( 2013) 年度比で 50％の温室効果ガス削減 

●令和 32( 2050) 年度： 脱炭素化の実現( 温室効果ガス排出量を実質ゼロにする)  

 

( １ ) 脱炭素シナリ オ 

 

●BAU推計( 下グラ フ 灰)  

現状のままのケースです。  

微減傾向にあり ますが、 ほと んど横ばい状態にあるこ と が示さ れているこ と などから 、 脱炭素

化を推進する取組が必要と なり ます。  

 

●対策ケース( 下グラ フ 橙)  

BAU推計に加えて、 国の施策に基づいた亀岡市の取組などを反映し たも のです。  

令和 32( 2050) 年度に向けて一定の減少傾向を示し ていますが目標達成には届いていません。  

 

●脱炭素シナリ オ( 下グラ フ 青)  

令和 32( 2050) 年度脱炭素化を 実現する場合の推移を示し ています。 オレンジと 青の差分を 亀

岡市独自の取組で削減する必要があり ます。  

 

■BAU、 対策ケース、 脱炭素シナリ オにおける温室効果ガス排出量比較 
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BAU 推計 対策ケース( 国施策) 脱炭素シナリオ
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第６ 章 温室効果ガス排出量の削減目標と 再生可能エネルギー導入目標 
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■BAU、 対策ケース、 脱炭素シナリ オ 温室効果ガス排出量比較 
 

2013 2019 2030 2040 2050 

BAU 587 437 424 418 415 

対策ケース 587 437 333 238 144 

脱炭素シナリ オ 587 437 293 147 0 

( 千 t -CO2)  

 

２  温室効果ガス削減目標                      

亀岡市における、 温室効果ガス削減目標を第 4 章で示し た BAU推計及び対策ケースを基に算

出し まし た。  

 

( １ ) 温室効果ガス削減目標設定の考え方 

 目標設定に当たっ ては、 対策ケースよる亀岡市域の温室効果ガス削減量を踏まえたう えで、

目標達成に必要な削減量を算出し まし た。  

その削減量を亀岡市独自の取組で削減するこ と と し 目標に設定し ます。  

 

( ２ ) 目標を達成する場合の温室効果ガス将来推計 

令和 12( 2030) 年度及び令和 32( 2050) 年度の目標を達成し た場合、 令和 12( 2030) 年度の温室効

果ガス排出量は 293 千ｔ -CO2、 そし て、 令和 32( 2050) 年度の温室効果ガス排出量は 0 千 t-CO2

と なり ます。  
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■亀岡市の温室効果ガス排出量将来推計 脱炭素シナリ オ 

 

 

  
2013 2019 2030 2040 2050 

合計 
 

587 437 293 147 0 

二酸化炭素 合計 508 378 258 129 0  
製造業 82 54 38 19 0 

 
建設業・ 鉱業 4 3 2 1 0 

 
農林水産業 8 12 9 4 0 

 
業務その他 111 72 46 23 0 

 
家庭 133 85 50 25 0 

 
旅客自動車 89 77 57 29 0 

 
貨物自動車 64 61 45 22 0 

 
鉄道 7 5 3 2 0 

 
船舶 0 0 0 0 0 

 
廃棄物 10 9 8 4 0 

メ タ ン 
 

21 16 10 5 0 

一酸化二窒素 11 8 5 2 0 

その他( HFCs, PFCs, SF6)  47 35 21 11 0 

( 千 t -CO2)  
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( ３ ) 温室効果ガス削減目標 

本推計では、 亀岡市の取組による温室効果ガス削減量を算定し まし た。  

算定手法と し ては、 目標を達成し た場合の各年度の温室効果ガス排出量を算出し 、 対策ケー

スと の差分を求め、 その差分を亀岡市における温室効果ガス削減目標量と し まし た。  

 

●令和 12( 2030) 年度： 50％削減( 基準年度比)  

合計で 40 千 t-CO2 を削減する必要があり ます。 その内、 33 千 t-CO2 が二酸化炭素によるも の

です。  

 

●令和 32( 2050) 年度： 脱炭素化 

合計で 144 千 t-CO2 を削減する必要があり ます。 その内、 132 千 t-CO2 が二酸化炭素によるも

のです。  

 

●部門別の温室効果ガス削減目標量 

令和 32( 2050) 年度の各部門分野別削減量をみると 、 旅客自動車( 運輸部門) の削減量が最も 多

く 、 次に貨物自動車( 運輸部門) 、 製造業( 産業部門) の順になっ ています。 本項目で示す削減量

は亀岡市施策による削減量であり 、 国施策に基づいた亀岡市の取組による削減量は含まれてい

ません。  

旅客及び貨物自動車における削減量は 81 千 t-CO2 であり 、 全体の削減量の半分以上にあたり

ます。 こ れは国施策による運輸部門の削減効果が低いこ と や、 亀岡市においては自動車台数が

横ばい傾向にあるこ と などが原因と 考えら れます。 家庭用自動車は旅客自動車に含まれるこ と

から 、 事業者だけでなく 、 市民によるエコ ド ラ イ ブなどの省エネ活動の実践や、 電気自動車

（ EV） と いっ た次世代自動車への買い替えが必要です。  

 

■令和 12( 2030) 年度 削減目標量の確認 
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■令和 32( 2050) 年度脱炭素化 温室効果ガス削減目標量 

 

 

    2 0 3 0  2 0 4 0  2 0 5 0  

合計( 亀岡市による削減が必要)   4 0  9 2  14 4  

二酸化炭素 合計 3 3  8 3  13 2  

  製造業 6  15  2 4  

  建設業・鉱業 0  1  1  

  農林水産業 1  4  6  

  業務その他 1  1  1  

  家庭 6  7  8  

  旅客自動車 9  2 8  4 7  

  貨物自動車 8  2 1  3 4  

  鉄道 1  1  2  

  廃棄物 1  5  9  

メ タン   2  2  3  

一酸化二窒素   1  1  2  

その他( H FCs ,PFCs ,SF6 )  4  6  7  

( 千 t -CO2)  
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３  再生可能エネルギー導入目標                           

 ( １ ) 再エネ導入目標の考え方 

以下の４ つの項目を効果的に組み合わせ、 カ ーボンニュ ート ラ ルの実現性を 高めていき ます。 

 

① エネルギー消費量の削減( 省エネ)  

省エネ設備への更新やエコ ド ラ イ ブ、 節電などでエネルギー消費量を削減し ます。  

 

② エネルギーの脱炭素化( 再エネ)  

再エネ( 太陽光、 木質バイ オマスなど) を用いた発電設備を導入するこ と で、 化石燃料由来の電

気への依存割合を下げると と も に、 エネルギーの地産地消を促進し ます。  

 

③ 利用エネルギーの転換 

現在、 エネルギーの大半は、 電気も 含め化石燃料由来によるエネルギーに依存し ています。 ガ

スについても 、 メ タ ネーショ ンなど脱炭素化に向けた技術開発が進めら れていますが、 本計画で

は再エネ利用の観点から 、 可能な範囲でのエネルギーの電化を仮定し て、 電力での目標削減量を

算定し ています。  

 

④ 吸収源・ オフ セッ ト 対策 

市内面積の多く を 占める 森林によ る二酸化炭素吸収や農地へのバイ オ炭漉き 込みによる 炭素

貯留などの取組を検討し ます。  

 

資料： 環境省「 地方公共団体における長期の脱炭素シナリ オ作成方法と その実現方策に係る参考資料」  
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( ２ ) 令和 12( 2030) 年度の導入目標 

50％削減( 基準年度比) の目標達成に必要な温室効果ガス削減量( 千 t-CO2) を、 全て再エネ・ 省

エネで達成し ていく と 仮定し て、 エネルギー量( 万 MWh/年) に変換し まし た。 市民、 事業者、 行

政が一丸と なっ て再エネ導入と 省エネ推進に取り 組み、 11. 6 万 MWh/年の削減が求めら れます。  

 温室効果ガス: 40 千 t-CO2 相当 

 電力量: 11. 6 万 MWh/年相当 

【 目標の内訳】  

  再エネ導入量:  8. 8 万 MWh/年 

  省エネ導入量:  2. 8 万 MWh/年 

 

( ３ ) 令和 32( 2050) 年度の導入目標 

脱炭素化に必要な温室効果ガス削減量( 千 t-CO2) をエネルギー量( 万 MWh/年) に変換し まし た。  

 温室効果ガス: 144 千 t-CO2 相当 

 電力量: 42. 3 万 MWh/年相当 

【 目標の内訳】  

  再エネ導入量:  28. 3 万 MWh/年 

  省エネ導入量:  7. 9 万 MWh/年 

  再エネ実績値:  6. 1 万 MWh/年になり ます。  

※既に導入さ れた再エネ及び FI T電源と し て買い取ら れている電力量に相当 

 

■令和 32( 2050) 年度脱炭素化 再エネ・ 省エネ必要導入量 

 
 

  
2030 2050 

合計   11. 6 42. 3 

  再エネ導入量 8. 8 28. 3 

  省エネ導入量 2. 8 7. 9 

  再エネ実績値 - 6. 1 

残存再エネポテン シャ ル 116. 1 85. 4 

  ( 万 MWｈ /年)  
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FI T 電源と は、 国が定めた FI T 制度の下、 電気事業者が一定の価格で買い取っ た再エネ由来の

電気のこ と で、 買い取り を行っ ている電気事業者が市外であるこ と など、 現在は再エネ 6. 1 万

MWh/年が市外に流出し てし まっ ている状況と 言えます。  

こ の FI T制度は期間が決まっ ており 、 亀岡市においては令和 12( 2030) 年以降、 FI T 電源のほ

と んどが期間を満了し ます。 ですから 、 令和 12( 2030) 年度には FI T 期間中であるこ と から 、 こ

の 6. 1 万 MWh/年は実績と し て加算できませんが、 ほぼ全てが満了と なる令和 32( 2050) 年度には

実績値と し て加算するこ と ができます。  

FI T 制度についての詳細は、 後述するコ ラ ムを参照し てく ださ い。    

 

 

 

( ３ ) 再エネ導入目標 

令和 12( 2030) 年度及び令和 32( 2050) 年度の目標達成のための再エネ導入量から 、 再エネ導入

目標を算出し まし た。  

実現性の観点などから 、 太陽光発電及びバイ オマス発電を中心に再エネ導入目標を検討し ま

し た。  

 

●令和 12( 2030) 年度目標： 太陽光発電を 8. 8 万 MWh/年導入し ます 

●令和 32( 2050) 年度目標： 太陽光発電を 18. 7 万 MWh/年導入し ます 

バイ オマス発電を 9. 6 万 MWh/年導入し ます 

 

卒 FI T のコ ラ ム 
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■再エネ導入目標 

  
 

      2030 2050 

合計     8. 8 28. 3 

  太陽光発電   8. 8 18. 7 

    太陽光( 土地系)  6. 9 14. 6 

    太陽光( 建物系)  1. 9 4. 1 

  バイ オマス発電 0. 0 9. 6 

( 万 MWh/年)  
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第７ 章 目標達成に向けた対策・ 施策 
 

１  目指す将来像 

亀岡市は、令和 32( 2050) 年までに脱炭素社会の実現を目指し ており 、市民や事業所の皆さ んと

と も に、 市内の二酸化炭素排出量実質ゼロの取組を 加速さ せるため、「 かめおか脱炭素宣言」 を

表明し まし た。 恵まれた地域資源を十分に活用し 、 地域循環共生圏のさ ら なる発展と 亀岡ブラ ン

ド のさ ら なる向上を目指し た「 経済循環型ゼロカ ーボン亀岡」 を将来像と し ます。  

 

■将来像「 経済循環型ゼロカ ーボン 亀岡」  

 

２  施策体系 

亀岡市が掲げる将来像を実現するための施策体系と し て、 次の 7 つの取組を推進し ます。 こ の

7 つの施策を実施するこ と により 、 脱炭素化だけでなく 、 第 3 章に掲げた亀岡市の「 環境問題」

や、「 脱炭素の推進」 と いっ た課題の解決にも つなげるこ と ができ ます。  

将来像を実現さ せるためには、 行政だけでなく 、 市民や市民活動団体、 地域の企業・ 事業者な

どの主体が、 積極的に行動し ながら 、 連携・ 協働するこ と が必要です。  

施策の検討に当たっ ては、運輸部門と 家庭部門など民生部門の温室効果ガス排出量が多い現状

を踏まえると と も に、 市域の 7 割以上を占める森林資源の活用なども 考慮し まし た。 亀岡市は、

「 プラ スチッ ク ごみ対策」 や「 3Rの促進」 を積極的に進めており 、 こ う し た廃棄物や資源循環に

おける取組を、脱炭素に活用するこ と も 視野に入れています。さ ら に、再エネの利用促進により 、

エネルギーの地産地消やエネルギーの安全保障にも 寄与するこ と ができます。  
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■施策体系 

部門 具体的な取組 

1.  市民、 事業者と 連携し た 

省エネルギーの推進 

( エネルギー消費量の削減)  

 様々な主体による省エネ行動の推進 

 環境教育やイ ベント による取組の推進 

 建設物への省エネシステム、 機器の導入 

 省エネ機器の導入促進 

2.  地域資源を活用し た 

再生可能エネルギーの導入 

( エネルギーの脱炭素化)  

 太陽光発電の導入推進 

 公共施設への再エネ導入 

 木質バイ オマスエネルギーの活用 

 生活系バイ オマスエネルギーの活用 

3.  環境負荷低減のための 

利用エネルギーの転換 

( 利用エネルギーの転換)  

 電気自動車( EV) の導入促進 

 燃料電池車( FCV) の導入検討 

 水素などの活用検討 

4.  地域エネルギーサービスの活用 

( 地域エネルギー会社)  

 地域エネルギー会社などによる市内給電 

 地域エネルギー会社などを活用し た新規事業 

5.  吸収源・ オフ セッ ト 対策  森林吸収のカ ーボンク レジッ ト 化の検討 

6.  地域資源循環  ごみの削減、 再資源化、 再利用の推進 

7.  気候変動に対する適応策の推進 
 適応策の認知・ 理解を進めるための取組 

 防災訓練や熱中症対策などの促進 

 

 

■具体的な取組イ メ ージ 
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３  脱炭素実現のためのロード マッ プ  

亀岡市で令和 32( 2050) 年度脱炭素化を実現するための具体的な取組について、 脱炭素ロード

マッ プと し て以下に示し ます。令和 12( 2030) 年度までは、既に亀岡市で実施し ている脱炭素化の

取組を維持及び拡大するこ と を中心に、将来に向けた新たな取組を検討し ます。令和 12( 2030) ～

令和 32( 2050) 年度は、脱炭素に関連し た新技術の導入を検討及び実行するこ と で、目標達成に向

けて各施策を推進し ます。  
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４  省エネルギーの推進と 再生可能エネルギー導入に向けた施策 

 亀岡市では自然的社会的条件に応じ た温室効果ガスの排出の削減のため、以下に示す 7 つの取

組部門における、 対策・ 施策を推進し ます。  

特に、 地域の事業者・ 住民と の協力・ 連携の確保に留意し つつ、 公共施設などの総合管理やま

ちづく り の推進と 合わせて、 再エネを積極的に導入・ 活用すると と も に、 省エネの推進を目指し

ます。  

 

( １ ) 市民、 事業者と 連携し た省エネの推進( エネルギー消費量の削減)  

亀岡市では、 普及啓発イ ベント や環境学習を通じ 、 市民の脱炭素化への理解と 取組を促進し ま

す。 と り わけ、 昨今のエネルギー価格高騰による市民の経済的負担を軽減するためにも 省エネ活

動を重点的に推進し ます。  

ま た、 地域エ ネルギー会社で ある 亀岡ふる さ と エ ナジ ー( 株) など と 協力し 、 ESCO( Ener gy 

Ser vi ce Company) のよう な、 エネルギーを使用する人や事業者が初期費用を負担するこ と なく 省

エネ機器などを導入できる取組を推進し ます。  

 

●1-1 市民や企業など様々な主体による省エネ行動の推進 

市全体の温室効果ガス排出量を削減するためには、 たと え小さ な取組であっ ても 、 でき るだけ

多く の人が、 継続し て無理のない範囲で省エネに取り 組む必要があり ます。  

こ のため亀岡市が率先し 、省エネに配慮し て行動すると と も に、パンフ レッ ト やウェ ブサイ ト 、

SNS などによる情報提供を行います。 そし て、 省エネ行動に市民の参加を促すこ と で、 脱炭素化

に向けて市民が協働する環境を創出し ます。 取組の例と し ては、 テレビの視聴時間を 1 時間減ら

すこ と や、 冷房を使用する際に 1 度高く 設定するこ と が挙げら れます。 他にも 自家用車より 公共

交通機関を利用するこ と も 効果的です。  

 

■環境省が提案する 10 年後の「 新し い豊かな暮ら し 」  

 

資料： 環境省「 脱炭素につながる新し い豊かな暮ら し を創る国民運動」  
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●1-2 環境・ エネルギー教育及び市民イ ベント を通じ た省エネの推進 

 亀岡市では、 省エネを推進するために、 地域の学校などと 連携し た環境教育の拡充、 市民や企

業による SDGs 活動と の連携、 ナッ ジなどの行動科学に基づく 自発的な行動変容を促す取組を進

めます。  

また、「 かめおかプラ スチッ ク ごみゼロ宣言」 をはじ め、 廃棄物分野において有効な施策も 参

考に、 省エネの推進を図り ます。  

 

■亀岡市における環境・ エネルギーに関する制度やイ ベント  

制度 

かめおか環境賞 

SDGs パート ナー制度 

エコ ウォ ーカ ー 

資源ごみ集団回収 

使用済小型家電の回収 

生ごみ処理機、 生ごみ処理容器( コ ンポスト ) の購入補助 

雨水タ ンク の購入補助 

イ ベント  

保津川の日 

こ ども 海ごみ探偵団 

エコ ラ フ ティ ング 

かめおか緑花フ ェ ア 

サイ エンスフ ェ スタ  

リ ユース品の回収・ 交換会 

 

■ウォ ーキングし ながら 気軽にでき る清掃活動「 エコ ウォ ーカ ー」  

  

 

●1-3 建築物への省エネシステム・ 断熱設備・ 蓄電池の導入、 ZEB・ ZEH化の促進 

省エネ製品や省エネシステムの導入を促進するこ と で、その建築物のエネルギー消費の効率化

を図り 、 脱炭素化へと つなげます。  

新規に建設さ れる建物については、 省エネシステム・ 断熱設備・ 蓄電池の導入、 ZEB( net  Zer o 

Ener gy Bui l di ng) ・ ZEH( net  Zer o Ener gy House) 化、 エネルギーマネジメ ント システムの導入を

推進し ます。 こ のための導入支援策についても 検討し ます。  
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既存の建物についても 、 リ フ ォ ームによる断熱設備、 省エネシステムや蓄電池の導入を図り ま

す。  

省エネを実現する製品、 技術については、 例えば、 太陽熱、 ヒ ート ポンプ、 高効率ガス給湯器

などについても 、 利用可能な支援制度や補助金の紹介を含めて普及を目指し ます。  

 

  ※太陽熱利用コ ラ ム 

 

液体集熱式ソ ーラ ーシステムの機器構成例   空気集熱式ソ ーラ ーシステムの機器構成例 

   

 

 

 

●1-4 省エネ機器の導入の促進 

 公共施設において省エネ機器の導入を進めるなどし て、 エネルギー使用の効率化を 図り ます。

市内の事業者や住民に対し ても 、エネルギー関連機器や家電を買い替える際には省エネ性能の高

い機器の導入を推奨し ます。  

 

( ２ )  地域資源を活用し た再生可能エネルギーの導入( エネルギーの脱炭素化)  

 亀岡市の地域資源を最大限に活用し つつ、 地域の事業者や地域エネルギー会社と 連携し 、 PPA

モデル（ Power  Pur chase Agr eement、 以下 PPAと 言います。 ) や市民フ ァ ンド と いっ た仕組みを

取り 入れ、 再エネ導入を促進するこ と により 、 エネルギーの地産地消や地域内の経済循環の活性

化、 災害に強い地域づく り に取り 組みます。  

市域における再エネの導入を促進するこ と を目的に、「 再エネ 100 宣言 RE Act i on」 などの制

度や仕組みについての理解や普及促進を進めます。  

 亀岡市が設置する太陽光発電設備などについては、持続可能性や地域の特徴、設置場所の状況、

設置リ スク 、 関連する設備や原材料の市況などにも 十分に留意し 、 必要に応じ た施策を検討し ま

す。 具体的には、 長期的な視点から 廃棄費用などを見込むこ と 、 原材料の入手などの観点から の

持続可能性を勘案するこ と 、 亀岡市の田園風景と の調和を図るこ と 、 自然災害によるリ スク と 対

策を講じ るこ と などについて、 十分に考慮し た上で設置を進めます。  

 

●2-1 屋根上への太陽光発電設備の導入 

 住宅や公共施設、 商業施設などを対象に、 屋根の上への太陽光発電設備の導入を進めます。 そ

の際、 PPAモデルを活用するこ と で、 家庭や事業者の導入コ スト を低減さ せるこ と ができます。  
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PPAモデルと は、 電力事業者と 需要家と の間に結ぶ契約モデルのこ と です。 電力事業者は需要

家の土地や建物に太陽光発電設備の設置、運用及び保守を行い、需要家はその電力を購入し ます。

機器の導入などの初期費用は電力事業者が負担し 、需要家は電気の利用料を支払う だけで太陽光

発電を導入するこ と が可能と なり ます。  

具体的には、 4 つ目の施策部門において紹介する亀岡ふるさ と エナジー( 株) などの事業者と 連

携し た、 PPA モデルによる太陽光発電設備の導入を促進し ます。 PPA モデルは、 以下で紹介する

太陽光発電設備の導入や、 バイ オマスエネルギーの活用においても 取り 入れるこ と ができ ます。 

 

●2-2 ため池への太陽光発電設備導入 

 亀岡市の地域資源である「 ため池」 を活用し た、 水上太陽光発電の導入を促進し ます。 京都府

内においても 、 亀岡市のため池の数は群を抜いて多く 、 特徴的な地域資源です。  

近年では、 農林水産省が「 農業用ため池における水上設置型太陽光発電設備の設置に関する手

引き 」 を制定するなど、 ため池を利用する上での安全性についても 配慮さ れています。  

 

■市内ため池の一例 

  

 

●2-3 公共施設への再エネ導入 

 亀岡市では、 亀岡市上下水道庁舎などへの太陽光発電設備の導入、 年谷浄化センタ ーにおける

消化ガス発電の実施など、 公共施設を活用し た再エネの導入を進めてきまし た。  

亀岡市が出資し ている、 地域エネルギー会社の亀岡ふるさ と エナジー( 株) などと 協力し 、 公共

施設への再エネ導入を促進し ます。  

 

■亀岡市上下水道庁舎に設置さ れた太陽光発電設備 
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●2-4 農地におけるソ ーラ ーシェ アリ ングによる太陽光発電設備導入 

 農地も 亀岡市の重要な地域資源であり 、 田畑を活用し た営農型の太陽光発電と し て、 ソ ーラ ー

シェ アリ ングを促進し ます。  

太陽光発電設備を設置する際には、作物の栽培に必要な日光の量を確保するためにパネルの設

置面積を減ら す、 農機の運用に支障が出ないよう パネルの高さ や設置幅を最適化するこ と で、 農

作物の栽培と 発電を両立さ せます。  

電力の創出により 、 農業従事者の所得向上が見込まれるほか、 グリ ーン電力を活用するこ と に

よる農作物の高付加価値化も 期待さ れます。  

 

■ソ ーラ ーシェ アリ ングの一例 

 

 

●2-5 荒廃農地への太陽光発電設備の導入 

 荒廃農地や耕作放棄地など、 活用さ れていない土地への太陽光発電設備の導入を促進し ます。 

既述のソ ーラ ーシェ アリ ングと 合わせて、 農業基盤を強化し ながら 、 脱炭素化を進めるこ と が

でき ます。  

 

●2-6 木質バイ オマスの活用の検討 

 市域の約 7 割を占める森林を活用し た取組と し て、木質バイ オマスエネルギーの活用を検討し

ます。 市内の森林における間伐材などの未利用資源を燃料と し 、 発生する熱や、 熱を利用し て創

出さ れる電力を利用するも のです。  

新規雇用の創出や林業の活性化につながるほか、 森林資源の適切な管理を促すこ と で、 水質改

善や洪水緩和などの効果が期待でき ます。  

また、木質バイ オマス発電は燃料の安定供給によっ て、24 時間発電し 続けるこ と が可能になり

ます。 太陽光発電も 、 蓄電池と 組み合わせるこ と で夜間の電力需要に対応でき ますが、 木質バイ

オマス発電を導入するこ と によっ て、 より 安定し た供給につながり ます。  

さ ら に、 悪天候が続き 、 十分な太陽光を得るこ と ができ ない場合や、 災害時に系統電力事業者

から の電力供給が途絶えるなど不測の事態にも 対応が可能です。太陽光発電と 木質バイ オマス発

電を組み合わせるこ と で、 安定化に加え、 防災力の向上も 見込めます。  

 

●2-7 生活系バイ オマスの活用の検討 

 亀岡市では、 年谷浄化センタ ーにおいて下水汚泥を活用し た消化ガス発電を実施し ています。 
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下水汚泥は生活系バイ オマスに位置付けら れますが、 生ごみも 消化ガス・ バイ オガスの原料と

し て活用するこ と が可能です。 生ごみを分別し 利活用するこ と は、 廃棄物の減量につながり 、 亀

岡市が進めてきた資源循環・ 廃棄物対策と し ての効果も 期待さ れます。 消化ガスを熱や電気と し

て利用し た後の残さ は、 有機肥料や土壌改良材と し て活用するこ と ができ、 有機農業の推進やオ

ーガニッ ク 農産物の生産拡大に寄与するこ と ができ ます。  

生活系バイ オマスエネルギーの活用は、 地球温暖化対策と 、 資源循環・ 廃棄物対策、 さ ら に農

産物の付加価値の向上を結びつける施策と なり ます。  

また、 木質バイ オマス発電と 同様に、 消化ガス発電も 24 時間の発電が可能であるこ と から 、

夜間の電力需要に対応でき ます。  

 

■年谷浄化センタ ーにおける消化ガス発電 

 

 

( ３ ) 環境負荷低減のための利用エネルギーの転換（ 利用エネルギーの転換）  

 現在利用し ているガソ リ ンや石油、 ガスなどの燃料を、 市内の再エネで生産し た電気やバイ オ

ガスなどに転換し ていく こ と で、 脱炭素化を進めると と も に、 地産地消による地域経済の活性化

を促進し ます。  

亀岡市においては、 運輸部門における温室効果ガスの排出量が多いこ と から 、 電気自動車( EV)

や燃料電池車( FCV) の導入を進めます。  

 

 

●3-1 電気自動車( EV) の導入促進 

電気自動車( EV) やプラ グイ ンハイ ブリ ッ ド 車( PHEV) などの次世代自動車について、自動車その

も のだけではなく 、 太陽光発電設備や蓄電池を含めた充電設備の整備を進めると と も に、 カ ーシ

ェ アリ ング事業の展開など導入に資する施策を検討し ます。  

また、 電気自動車( EV) の普及で予想さ れる充電ステーショ ンの待ち時間増加に対応するため、

公共施設などに充電ステーショ ンの設置を推進し ます。  

さ ら に、 電気自動車( EV) は、 再エネと 組み合わせるこ と で災害時のレジリ エンス( 強靭性) の強

化にも つながり ます。  

 

 

 

亀岡ふるさ と エナジー( 株)  

わたし たちのまち  
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■V2H( Vehi cl e： 自動車から 、 Home： 家へ) の一例 

  

 
資料： ニチコ ン ウェ ブサイ ト  

 

●3-2 燃料電池車( FCV) の導入検討 

 次世代自動車の導入については、電気自動車( EV) やプラ グイ ンハイ ブリ ッ ド 車( PHEV) の導入が

先に進むと みら れます。 令和 17( 2035) 年以降には、 水素を利用し た燃料電池車( FCV) の導入も 進

めら れると 考えら れます。  

一方で、 水素スタ ンド などのイ ンフ ラ 整備が不可欠であり 、 こ う し た動向も 踏まえながら 、 燃

料電池車( FCV) の普及策について検討し ます。  

 

●3-3 その他電動モビリ ティ の導入検討 

 自動車のみなら ず、 電動のバイ ク 、 自転車、 キッ ク ボード などを導入するこ と で、 移動手段の

多様化を実現し ます。  

近・ 中距離の移動を自動車以外の移動手段を取るこ と で、 エネルギー消費を削減する効果の他

に、 自動車の交通量の減少による渋滞の緩和などの効果が期待さ れます。  

 

●3-4 ガス・ 石油から 水素への転換の検討 

 運輸部門だけではなく 、 産業部門、 業務その他部門、 家庭部門においても 、 ガスや石油などの

化石燃料由来のエネルギー源を水素などに転換し ていく こ と を検討し ます。  

 水素などへの転換については、技術開発動向やイ ンフ ラ 整備状況に左右さ れ、令和 12( 2030) 年

以降になる可能性も あり ます。 水素への移行期には、 プロパンガスについては、 天然ガス化を経

て温室効果ガス排出量を削減するなどの対策も 検討し ます。  

 

( ４ )  地域エネルギーサービスの活用( 地域エネルギー会社)  

 亀岡市では、 平成30( 2018) 年1月に京都府内で初めてと なる自治体新電力会社「 亀岡ふるさ と

給電 

充電 

給電 
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エナジー株式会社」 を官民連携で設立し まし た。  

同社は、 太陽光発電設備の導入促進や公共施設への給電事業、 消化ガス発電所から の電力買

取など、 エネルギーの地産地消と 再エネの利活用に取り組んできました。 

今後は、再エネと 合わせて蓄電池などを整備して仮想発電所( バーチャルパワープラント＝VPP)

と して運用するよう な事業を検討するなど、地域エネルギーサービスの活用をさ らに促進していき

ます。こ れら の事業について、 その利益の一部を「 地域循環共生圏」 や「 経済循環型ゼロカ ーボ

ン 亀岡」 と いう 目指す姿の実現に必要な施策に充てる仕組み作り にも 取り 組みます。  

 

●4-1 地域エネルギー会社による市内給電割合の向上 

亀岡ふるさ と エナジー( 株) では、 市内にある大規模太陽光発電所から の電気を買い取り 、 公共

施設などに供給し ています。 電力の買取については、 対象を民間事業者やため池、 ソ ーラ ーシェ

アリ ング、 荒廃農地に設置さ れる太陽光発電設備へと 展開し ながら 、 販売先の拡大を 図り ます。 

 

■亀岡ふるさ と エナジーが電力を買い取る発電所 

京都スタ ジアム 太陽光発電所       京都・ 亀岡メ ガソ ーラ ー発電所 

  

資料： 亀岡ふるさ と エナジー 

 

亀岡市年谷浄化センタ ー 

 

 

●4-2 地域エネルギー会社を活用し た新規事業の検討 

 亀岡ふるさ と エナジー( 株) などにおいて、 PPA事業を活用し 、 事業者や市民が初期費用を負担

するこ と なく 太陽光発電やバイ オマス発電を導入する取組を促進し ます。  

電力のユーザーである事業者や家庭が、直接電力を消費するオンサイ ト PPAと いう 方式に加え、

発電所と ユーザーが別々の場所にいる場合に有効と なるオフ サイ ト PPAと いう 手法により 、ため

池や農地への太陽光発電設備の導入が可能と なり 、いずれのケースも 亀岡ふるさ と エナジー( 株)
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が PPA事業者と し て事業を展開し ます。  

PPAモデルの場合、 太陽光発電設備は事業者が所有し ますので、 適切なメ ンテナンスや維持管

理による設備の長寿命化、 廃棄が必要な場合の適切処理など、 持続可能性に考慮し た運用が可能

と なり ます。  

 また、 第 6 章で述べたよう な卒 FI T の活用についても 、 地域エネルギー会社が FI T 期間の終了

し た発電所を購入し 、 機器のメ ンテナンスなどを継続し て実施するこ と で、 太陽光発電設備を廃

棄せずに、 使用し 続けるこ と ができ ます。  

 

■オンサイ ト PPAと オフ サイ ト PPA 

  

 

再エネ導入に限ら ず、 省エネシステム・ 断熱設備・ 蓄電池の導入、 ZEB・ ZEH化の促進や、 省エ

ネ機器の導入に当たっ ても 、機器や資材などのハード は亀岡ふるさ と エナジー( 株) などが負担し 、

省エネ効果を販売するよう な事業を進めます。  

 さ ら に、 市民フ ァ ンド を組成し 、 再エネや省エネを促進するこ と も 検討し ます。 こ れは、 市民

や市内企業が投資し た資金を、 亀岡ふるさ と エナジー( 株) などが行う 事業にあて、 市内の再エネ

や省エネ普及に貢献し ながら 、 事業の利益を配当と し て受けら れると いう も のです。  

投資を通し て、 市民や市内企業にカ ーボンニュ ート ラ ルの活動に参加し ても ら う と も に、 環境

意識向上による行動変容を促す効果も 期待さ れます。  

 

( ５ )  吸収源・ オフ セッ ト 対策 

 亀岡市では、 森林環境の保全を推進するため、 令和3( 2021) 年7月に「 ウッ ド スタ ート 宣言」

を行い、 木育を通じ て地域木材製品の消費を増やし 、 地域の森林を育て、 守り 続ける社会の構

築を目指し ています。  

市域の約7割を占める森林を維持管理するこ と は、 二酸化炭素を吸収・ 固定化するこ と につな

がるこ と から 、 脱炭素に向けた施策と し て、 こ う し た取組と の連携も 効果的と 考えら れます。  

その他、 農地における炭素埋設などの手法についても 、 脱炭素を目指すための施策と し て普

及を目指し ます。  
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( ６ ) 地域資源循環 

亀岡市では、 こ れまでも 「 プラ スチッ ク ごみ対策」 や「 3Rの促進」 を進めてき まし た。  

令和 3( 2021) 年には、プラ スチッ ク 新法と 呼ばれる、「 プラ スチッ ク に係る資源循環の促進等に

関する法律」 が制定さ れるなど、 プラ スチッ ク やごみの発生抑制や資源循環に向けた取組が今後

も 国内外で進んでいく と 考えら れます。  

適正な資源循環を促すこ と は、 循環型社会を形成するこ と につながり 、 天然資源やエネルギー

消費の抑制が可能と なり ます。 脱炭素と いう 観点から も 地域の資源循環を促進し ていき ます。  

例えば、 3Rを推進し 、 家庭や工場などから 排出さ れる生ごみ、 有機ごみを分別回収し 、 下水汚

泥などと 合わせて生活系バイ オマスと し て活用するこ と で、電力や熱と いっ た再エネを生み出す

こ と ができ ます。  

また、 一般ごみに含まれるプラ スチッ ク を焼却すれば二酸化炭素が排出さ れますが、 分別し て

リ ユース、 リ サイ ク ルするこ と で焼却による二酸化炭素の放出を回避するこ と ができ ます。 プラ

スチッ ク のリ サイ ク ルにより 、プラ スチッ ク の製造に必要な原油に由来する原料の使用量を削減

し 、 二酸化炭素の排出量を削減さ せるこ と ができます。  

3Rや分別に加えて、ごみの発生総量を減ら し ていく こ と も 、二酸化炭素の排出削減につながり

ます。  

※ク ールベジタ ブルコ ラ ム 

炭素埋設農法、 J ク レジッ ト  
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( ７ ) 気候変動に対する適応策の推進 

 亀岡市の住民・ 事業者の気候変動に対する問題意識を醸成し 、 区域における地球温暖化対策

の意義を再認識し ても ら う 観点から 、 適応策について認知・ 理解し ても ら う こ と が有効である

と 考えら れます。  

 地球温暖化に伴う 豪雨や猛暑などに備え、 被害を最小限に抑える「 適応策」 に取り 組み、 災

害に強いまちづく り を進めます。  

熱中症対策やハザード マッ プの確認、 防災グッ ズの整備など私たち一人ひと り ができ る適応

策も たく さ んあり ます。 市民・ 事業者の気候変動に対する問題意識を醸成し 、 地球温暖化対策

の意義を再認識し ても ら う 観点から 、 こ のよう な適応策について周知するこ と が有効であると

考えら れます。 亀岡市と し て、 ウェ ブサイ ト や SNS、 パンフ レッ ト などによる情報提供を通じ

て、 認知・ 理解の向上に努めます。  

また、 治水対策や危機管理体制の構築、 下水道設備の補強、 水資源の確保などにより 、 地域

のレジリ エンス（ 強靭性） の強化を図り ます。  

すでに掲げた施策についても 、 太陽光発電や蓄電池、 電気自動車( EV) の活用は、 再エネなど

による非常用電源の確保と いう 観点で、 適応策と 位置付けるこ と ができます。  

気候変動の影響を注視し つつ、 適宜、 地域の現状にあっ た適応策を検討し ていき ます。  

※プラ スチッ ク ごみゼロ宣言と 脱炭素 コ ラ ム 
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※私たちが出来る脱炭素 コ ラ ム 

 コ ンポスト も 追加 

 



 
6 5  

第８ 章 計画の推進 
 

１  推進体制 

本計画は、 行政だけでなく 、 市民や市民活動団体、 地域の企業・ 事業者など様々な関与者の連

携と 協働により 推進し ていき ます。  

亀岡市においては、 庁内の関係各課と 連携・ 調整を図り ながら 、 毎年度の取組を進めていき ま

す。  

亀岡市の事務局は、 環境政策課が担当し 、 計画策定時の体制を継承し て、 推進体制を構築し 、

計画の推進に向けた協議や調整を行っ ていき ます。 各施策の取組状況については、「 亀岡市環境

基本計画推進会議」 で整理し 、「 亀岡市環境審議会」 へ報告し ます。  

また、 本計画の推進にあたっ ては、 国や府及び他の自治体の動向を注視し つつ、 時代に即し て

計画を進めていき ます。  

 

■推進体制図 

 

 

( １ ) 市民の役割 

市民は、 環境保全の意識を持ち、 持続可能なラ イ フ スタ イ ルの実践に努めます。  

また、 日常生活や社会生活において、 環境負荷を低減するよう 行動し 、 市や事業者と 協力し

て環境にやさ し いまちづく り の実現に向けて、 主体的に、 環境の保全と 創造に取り 組みます。  

 

( ２ ) 事業者の役割 

事業者は、 地球環境への影響を考慮し た事業活動、 社会貢献、 環境に配慮し た経済活動の実

践に努めます。  

また、 地域社会の構成員と し て、 市民や行政と のパート ナーシッ プの下、 環境汚染を防止す

ると と も に、 環境負荷の低減を図る取組を積極的に推進するこ と で、 持続可能な経済、 社会の

発展に貢献し ます。  

( ３ ) 行政の役割 
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亀岡市は、 本計画に掲げる目指すべき 環境像の実現に向けて、 総合的かつ計画的に、 良好

な環境の保全と 創造に関する様々な施策を推進し ます。  

また、 市民、 事業者及び他の自治体などと 連携を図り ながら 、 本計画を効果的に推進し ま

す。  

 

２  計画の進行管理 

( １ ) 計画の周知 

計画の周知にあたっ ては、 それぞれの関与者が、 本計画の施策体系図に明示さ れた、 目指す

べき 環境像や重点目標を共有し 、 市ホームページや広報誌など、 様々な媒体や機会を通じ て、

周知に努めます。  

( ２ ) 計画の進行管理 

計画の進行管理にあたっ ては、 国や府、 他の自治体の環境に関する法制度や動向を見極めな

がら 、 亀岡市環境基本計画推進会議において、 具体的な施策と 取組内容の実施状況について、

点検・ 評価を行っ ていきます。  

関連計画の推進や見直し の際には、 基本的な考え方を共有し 、 計画の推進が効果的に展開さ

れるよう 調和と 整合を図り ます。  

計画の進行は、 亀岡市環境基本計画推進会議において、「 Pl an( 計画) 」・「 Do( 実施) 」・

「 Check( 点検・ 評価) 」・「 Act i on( 見直し ) 」 の PDCAサイ ク ルで管理し ていき ます。 毎年度の報

告を行い、 各施策についての取組結果を公表し ます。 また、 計画の最終年度には、 総合的な達

成状況の評価を行い、 次期計画策定につなげます。  

中間年には、 施策の実施状況や関連計画の推進状況を踏まえ、 今後の様々な国内外の潮流や

法制度、 環境政策の見直し などを参照し つつ、 必要に応じ て、 計画の見直し を行います。  

 

■計画全体の進行管理イ メ ージ 

 
                    参考： 地方公共団体実行計画( 区域施策編) 策定マニュ アル 

 



                 

世界首長誓約/日本  

誓約書  

亀岡市、 日本 
亀岡市長 桂川 孝裕 は、 世界気候エネルギー首長誓約のメ ン バーである

「 世界首長誓約/日本」 の誓約書に署名し 、 持続可能でレ ジリ エント （ 強靭） な

地域づく り を 目指すと と も に、 パリ 協定の目標達成に貢献し ます。  
1. 以下の事項を誓約し ます。  ❶持続可能なエネルギー（ エネルギーの地産地消など） を推進し ます。   ❷2030 年の温室効果ガス排出量は国の削減目標以上の削減を 目指し ます。    ❸気候変動の影響などに適応し 、 レ ジリ エント （ 強靭） な地域づく り を 目指

し ます。  
2. 誓約後 2 年以内に、 誓約事項❶❷❸に関する目標、 温室効果ガス排出量な

どの状況、 具体的な目標達成方策などに関する「 気候エネルギー行動計画」

を 策定・ 報告し 、 こ れに取り 組みます。  
3. 2 年ごと に、 同行動計画の進捗状況を 報告し ます。  

 
Covenant of Mayors for Climate and Energy Japan 

Commitment of 
  The City of Kameoka, Japan 

 
I, Takahiro Katsuragawa, Mayor of the City of Kameoka, commit to the Covenant of Mayors for Climate & Energy Japan 
which is a local chapter of the Global Covenant of Mayors for Climate & Energy, and endeavor to create a sustainable 
and resilient future while contributing to the achievement of the Paris Agreement objectives. 
1. To ensure this commitment, I pledge the followings: 

(i) Promote sustainable energy (e.g., local production and consumption of energy) 
(ii) Endeavor to reduce greenhouse gas emissions by 2030 exceeding Japan’s NDC (Nationally Determined 

Contribution)  
(iii) Prepare and adapt for the impacts of climate change and build up a climate and disaster resilient region 

2. Within two years after the commitment, I prepare and submit a Climate and Energy Action Plan which contains the 
targets to realize the above pledges, a municipal scale greenhouse gas emission inventory and concrete policy 
measures to achieve the targets, and thereafter I takes actions according to the Plan. 

3. Every two years, I submit a progress report of the Plan. 

 

亀岡市 City of Kameoka 

〒621-8501 京都府亀岡市安町野々神 8 番地 
8 Nonogami,Yasumachi,Kameoka city, 
Kyoto prefecture 621-8501 Japan 

https://www.city.kameoka.kyoto.jp/ 

2022 年 12 月 26 日 亀岡市長 桂川 孝裕 
Mayor of the City of Kameoka, 

Takahiro Katsuragawa 
26, December, 2022 

自 署 

案
資料 ２

https://www.city.kameoka.kyoto.jp/
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世界首長誓約/日本
G LO B A L  CO V E N A N T  o f  M A Y OR S  fo r  CL IM A T E  &  E N E R G Y  J A P A N （ G Co M  J a p a n）

ご案内リ ーフ レ ッ ト  第３ 弾

世界気候エネルギー首長誓約（ 以下「 世界首長誓約」） は、

首長が、

❶ エネルギーの地産地消を推進する

❷ 2 0 3 0 年の温室効果ガスの排出削減は国の削減目標以上を

目指す

❸ 気候変動の影響への適応に取り 組む

の３ 点を 誓約し 、「 行動計画」 を 策定し たう えで、 具体的な取

り 組みを進め、 ２ 年ごと に実施状況（ CO 2排出量を含む） を事

務局に報告すると いう 仕組みです。

も と も と は、 2 0 0 8 年に欧州連合（ EU ） で始まり 、 日本、

北米、 南米、 南アジア、 東南アジアなど世界各地域で展開さ れ

ています。

日本では、 2 0 1 8 年から 「 世界首長誓約/日本」 の取組が開

始さ れまし た。 日本事務局は、 EU から の委託により 、 名古屋

大学が担当し ています。

世界首長誓約に取り 組む自治体の数は、 世界ではEU 域内の

自治体を中心にし て１ 万を超えています。 日本では、 何百と い

う 自治体が、 地球温暖化対策の推進に関する法律（ 温対法） に

基づく 実行計画（ 区域施策編） を策定し たり 、 環境大臣の呼び

かけに応じ て2 0 5 0 年ゼロカーボンを表明し たり し ていますが、

世界的な仕組みである 世界首長誓約に取り 組む自治体は、 2 9

自治体にと どまっ ています。 なお、 2 0 2 2 年5 月末現在、 日本

事務局では、 新たに全国の４ 市町の首長と の間で、 誓約の準備

を進めています。

世界首長誓約の取組の輪をさ ら に大きく 拡げるべく 、 こ こ に、

全国の首長のみなさ まにご案内さ せていただ

きます。 どう ぞよろし く お願い申し 上げます。

世界首長誓約/日本 事務局長

名古屋大学 特任准教授

杉山 範子

h ttp s ://c o v e n a n to fm a y o r s -j a p a n . j p /

全国の首長のみなさ ま

世界首長誓約に取り 組む自治体

「 世界首長誓約 / 日本」 加盟の 

自治体を 含め、 地域の脱炭素化に

向けた取組が広がっ て いる こ と を

歓迎し ます。国は、2 0 5 0 年カ ーボン

ニ ュ ー ト ラ ルの実現に 向け て、  

意欲的な 自治体の取組を 後押し  

し ていき ます。

応援メ ッ セージ

世界で は EU の自治体を 中心に

1 1 ,7 6 0 自治体が参加。

日本では、 2 9 自治体が参加。

（ 2 0 2 2 年5 月末現在）

環境大臣　

山口　 壮

https://covenantofmayors-japan.jp/


自治体 日本事務局

サポート

イ ンベント リ 作成
目標設定
リ スク 評価
行動計画策定

コ ンサルティ ングサービス
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 など

世界事務局へ
登録

世界事務局へ
報告

バッ ジの交付

ステッ プ１

誓約

ステッ プ２

「 行動計画」 の

策定・ 実施

ステッ プ３

モニタ リ ング・

報告

世界首長誓約/日本のステッ プ

❶～❸に取り 組んでいる、 または、 取り 組も う と する首

長は、 誓約書に署名し ます。 日本事務局は、 直ちに、 世界

事務局に登録し ます。

誓約し た自治体名・ 首長名は、 世界事務局のW e b サイ

ト で世界に発信さ れます。

http s ://w w w .g loba lcov ena nto fma y o rs .o rg /ou r-

c itie s/

誓約後２ 年以内に、 温室効果ガスイ ンベント リ 作成、 気

候変動によるリ スク ・ 脆弱性の評価を 経て、 ❶～❸に関す

る目標、具体的措置などを定めた「 行動計画」 を策定し ます。

◆ 温対法に基づく 「 実行計画( 区域施策編)」 などは「 行動

計画」 と みなさ れます。

◆ 日本事務局では、 特に中小規模の自治体のイ ンベント リ

作成、 目標設定、 リ スク 評価、 行動計画策定などに関す

るサポート を し ています。

◆ また、 日本事務局では、 日本の誓約自治体から の要請に

応じ 、 専門家を 派遣し て地域エネルギープロジェ ク ト な

どのコ ンサルティ ングサービスを 行っ ています。

◆ さ ら に、 日本事務局は、 全国の1 7 4 1 市区町村ごと に、

エ ネルギー種別、 部門・ 業種別のエ ネルギー消費量、

CO 2 排出量など を 推計（ 2 0 1 3 年度～2 0 2 0 年度） し て

いますので、 イ ンベント リ 作成の際に参考にするこ と が

でき ます。   

h ttp s : //c o v e n a n to fm a y o r s -j a p a n . j p /h e lp f u l-

in fo rma tion/in v en to ry d a ta /　

◆ 名古屋大学では、 市区町村ご と に、 3 0 程度の取組のシ

ナ リ オ を 入力する こ と に よ っ て、 シ ナ リ オ に 応じ た

2 0 3 0 年、 2 0 4 0 年、 2 0 5 0 年のCO ２ 排出削減率など が

算定さ れる「 ゼロカ ーボン地域シナリ オ分析モデル」 を

開発し ています。   

h ttp s ://ze roca rbon .jp /

記者会見を 兼ねた誓約書への署名式の様子
（ 署名し た首長と 受け取っ た日本事務局長）

世界首長誓約/日本の取組の手順

❶エネルギーの地産地消を 推進する

❷ 2 0 3 0 年の温室効果ガス の排出削減は国
の削減目標以上を 目指す

❸ 気候変動の影響への適応に取り 組む

ステッ プ１ 誓約

ステッ プ２ 「 行動計画」 の策定・ 実施

https://www.globalcovenantofmayors.org/our-
https://covenantofmayors-japan.jp/helpful-
https://zerocarbon.jp/


⑴ 日本事務局の審査委員会は、 行動計画（ 実行計画（ 区域

施策編） などを 含む。） を 評価し 、 必要に応じ てコ メ ン

ト を フ ィ ード バッ ク し ます。

⑵ 誓約自治体は、 行動計画の実施状況（ イ ンベント リ を 含

む。） を、 次の２ つのう ちどちら かの方法で報告し ます。

　 ⃝  誓約自治体は日本事務局が提供する テ ン プ レ ート

（ Ex ce l フ ァ イ ル） を 用い、 2 年ご と に日本事務局に

報告し ます。 日本事務局は、 世界事務局に対し 必要な

事項を 報告し ます。

　 ⃝  誓約自治体は、 日本事務局を 経由せず、「 CDP-ICLE I 

Tra ck 」（ 旧称： CDP-ICLE I統一報告システム） を 通

じ て、 毎年、 世界事務局へ直接報告（ CDP の質問書

への回答と し て） でき ます。   

（ 詳細： http s ://ja p a n .c dp .n e t/d isc losu re/c itie s-

d isc lose r）

ステッ プ３ モニタ リ ング・ 報告、バッ ジの交付

緩和バッ ジ

適応バッ ジ

コ ンプラ イ アント

バッ ジ

リ スク ・
脆弱性評価

目標設定 計画策定

インベント リ 目標設定 計画策定

イ ンベント リ 、 削減目標設定、 計画策定の各段階が完了すると 交付さ れます。

リ スク ･脆弱性評価、 目標設定、 計画策定の各段階が完了すると 交付さ れます。

具体的な緩和策を含む

「 行動計画」 の提出

温室効果ガスの排出

削減目標の設定

基準年の温室効果

ガス排出量の提出

具体的な適応策を含む

「 行動計画」 の提出

気候変動の影響への

適応策の目標設定

気候リ スク と 脆弱性

評価の提出

「 コ ンプラ イアント バッ ジ」

は、 緩和と 適応のそ れぞ

れの段階がすべて 完了し

た自治体に交付さ れます。

モ ニタ リ ン グ報告を 継続

する こ と で バッ ジ は保持

さ れます。

極端な高温
3 6 %

極端な降水
2 2 %

生物学的
リ スク ＊

9 %

渇水
8 %

洪水・ 浸水・
海面上昇 6 %

台風
7 %

その他
1 2 %

0 5 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0

[単位： 1 0 0 万t-CO₂ ]

誓約自治体

全国

2 0 1 3 年・ 基準年のCO₂排出量

2 0 3 0 年のCO₂排出量（ 推計）

2 3 の誓約自治体が提出し た2 0 3 0 年の削減目標によ

る温室効果ガスの削減量は、 国が掲げる排出削減量の

１ 割以上を 占めています。

1 7 の誓約自治体から 8 8 の気候リ スク が報告さ れま

し た。 気候変動のリ スク 評価は、 地域の適応策を 進め

る第一歩です。
＊媒介動物媒介の疾病、 昆虫の侵入など

出典： 誓約自治体のレ ポート より 、世界首長誓約/日本事務局作成

図１ .  国と 誓約自治体のCO 2排出量（ 2 0 3 0 年は推計） 図２ . 気候リ スク が高い分野

⑶ 報告さ れたイ ンベント リ などは世界事務局の W e b  サイ

ト に表示さ れます。   

h ttp s ://w w w .g lo b a lc o v e n a n to fm a y o rs .o rg /o u r-

c itie s/

⑷ 世界事務局は、 誓約自治体の取組の段階に応じ た「 バッ

ジ」 を W e b サイ ト に表示し 、 日本事務局は「 バッ ジ」（ 証

明書） を 交付し ます。

2 0 2 1 年のモ ニタ リ ン グ報告によ り 1 9 の自治体がそれ

ぞれバッ ジを 取得、 こ のう ち 1 0 自治体が「 コ ン プ ラ イ ア

ント バッ ジ」 を 交付さ れまし た。

日本の誓約自治体の報告データ（ 2 0 2 1 ）

「 バッ ジ」と は

https://japan.cdp.net/disclosure/cities-
https://www.globalcovenantofmayors.org/our-


世界首長誓約/日本事務局： 名古屋大学 （ 大学院環境学研究科 持続的共発展教育研究センタ ー）
〒4 6 4 -8 6 0 1  名古屋市千種区不老町 名古屋大学大学院環境学研究科内

名古屋大学は、 2 0 15 年に「 日本版『 首長誓約』」 を開始し 、 その事務局を

担い、 2 0 17 年から はEU のプロジェ ク ト （ IU C Japan） の支援を 得て、

世界首長誓約傘下の「 世界首長誓約/日本」 に発展し まし た。 2 0 2 1 年か

ら も 引き続き、 EU の委託を受け、 日本の事務局を担当し ています。

T E L ／FA X ： 0 5 2 -7 4 7 -6 5 4 7 　 　 E -m a i l： in f o @ c o v e n a n to fm a y o r s -j a p a n . j p

運営委員長 委員長代理 運営委員 運営委員 運営委員 運営委員 運営委員 運営委員

京都市長（ 京都府）

門川大作
ニセコ町長（ 北海道）

片山健也
所沢市長（ 埼玉県）

藤本正人
加賀市長（ 石川県）

宮元　 陸
豊橋市長（ 愛知県）

浅井由崇 
与謝野町長（ 京都府）

山添藤真
五島市長（ 長崎県）

野口市太郎
大木町長（ 福岡県）

境　 公雄

全国の首長のみなさ ん！「 世界首長誓約/日本」 の取組の輪を広げ、
世界の自治体と と も に、 脱炭素地域づく り を進めまし ょ う ！

 「 世界首長誓約/日本」 運営委員会 首長委員一同

パート ナー団体・ 機関
環境省
一般社団法人地球温暖化防止全国ネッ ト

持続可能な地域創造ネッ ト ワーク

一般社団法人イ ク レ イ 日本
一般社団法人 CDP  W o r ldw ide -J a p a n

C4 0 , Sou th ea st As ia  a n d  Ocea n ia

一般社団法人日本サステイ ナブルコ ミ ュ ニティ 協会

公益財団法人地球環境戦略研究機関 
駐日欧州連合代表部

世界首長誓約は、 国連の「 持続可能な開発目標（ SDGs）」 の達成を目指し ていま

す。 現在の2 9 の誓約自治体のう ち1 1 が、「 SDGs 未来都市」 に選定さ れています。

よく ある質問 

Q -1    会費は必要ですか？

A -1    会費、 登録料などは一切不要です。  

Q -2    手続き や報告などは英語ですか？ 

A -2    すべて日本語です。

Q -3    他の気候変動問題に関する 自治体の「 宣言」 等と の

違いは何ですか？

A -3   「 首長誓約」 は宣言や表明だけでなく 、 目標を設定し 、

行動計画を 作成し 、 実施し 、 進捗状況を 報告する と

いっ た実行を 伴う 国際的な仕組みです。 すでに気候

変動関係の「 宣言」「 表明」 等を さ れていている 自

治体も 世界首長誓約に誓約し 、 取り 組むこ と が期待

さ れます。

Q -4   「 実行計画（ 区域施策編）」 も 策定し 、 2 0 5 0 年ゼロ

カ ーボン も 表明し ています。 その上に、 世界首長誓

約に取り 組む積極的な意義は何でし ょ う か？

A -4   まず、 国際的発信です。 誓約し た自治体名・ 首長名

は、 世界事務局のW eb サイ ト で 世界に発信さ れま

す。 次に、 取組の段階に応じ た国際的な「 バッ ジ」

（ 証明書） が交付さ れ、 取組に弾みがつきます。 また、

実務的なメ リ ッ ト があり ます。 事務局は地域エネル

ギープロ ジェ ク ト づく り のコ ンサルティ ングサービ

スや削減目標の設定などを サポート し ます。

Q -5    「 実行計画（ 区域施策編）」 も 策定し ていないよ う な

小さ な自治体にと っ て、 ハード ルが高いのでは？

A -5   事務局はイ ン ベン ト リ づく り 、 気候変動によ る リ ス

ク の評価などの基本的なと こ ろ から サポート さ せて

いただいていますので、 ご相談く ださ い。

Q -6   自治体が誓約し たエネルギー地産地消、 適応策など

に取り 組むこ と によ っ て得ら れる 社会・ 経済的効果

には何があり ますか？

A -6   エネルギー地産地消、 適応策などに取り 組むこ と に

よ っ て、 地域経済の再生・ 仕事の創出、 自立的・ 安

定的なエネルギーの供給、 資金還流に伴う 地域経済

の拡大などが期待さ れます。

mailto:info@covenantofmayors-japan.jp


『 年末一斉ク リ ーン 作戦』 実施要領 
 

 

１  実施日時  令和 4 年 12 月 23 日（ 金） 午前 7 時 00 分～午前 7 時 45 分 

 

２  実施場所  ポイ 捨て 防止重点地域（ 別図参照）  

        ※いずれの場所にお越し いただいて も 結構で す。  

 

３  集合場所  Ｊ Ｒ 各駅前  千代川駅…西 側 

               並 河 駅…改札側 

               亀 岡 駅…北 側 

               馬 堀 駅…改札側 

 

４  活動内容  ポイ 捨て 防止重点地域の清掃活動( ご み拾い)  

 

５  当日の流れ  7： 00  清掃活動開始 

         ～ 

        7： 45  清掃活動終了 

             ご み引渡し ・ 各自解散 

         

６  そ の 他  ❖持ち 物等について  

         ・ ご み袋は、 こ ち ら で 準備し ま す。  

         ・ 火ばさ み、 軍手は可能な 限り 各自で ご 準備く ださ い。  

        ❖雨天時の対応について  

         次の場合は中止し ま す。  

         ・ 当日午前 6 時の時点で 降雨の場合 

          ※不明な 場合は、 環境政策課☎25-5024 ま で お尋ねく だ さ い。  

         ・ 前日午後 7 時前の NHK 天気予報で 、 降水確率が 70％以上の場合 

        ❖駐車場について  

         ・ 駐車場はご ざ いま せんので 、 ご 了承願いま す。  

 

 

 

「 今日から 、 自分から 」 目の前のご みを 一つ拾う こ と  

そ れが環境美化に 向けた 第一歩で す。  

みんな で 美し い亀岡のま ち を 守り ま し ょ う ！  

資料 ３



（ 地域図）  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



令和 4 年 12 月 13 日 

環境市民厚生常任委員会資料 

 

旧亀岡市若宮工場の解体工事について 

 

１  解体工事の進捗状況 

 旧亀岡市若宮工場解体工事（ その１ ） は地下水槽や建物基礎などの地下構造物を除

いた地上部分の建物や処理施設の解体工事が完了し まし た。  

 

解体工事の経過写真 

①工事着手前 ②沈殿槽等解体 

  

③管理棟解体 ④地上部建物解体完了 

 

 

 

2 敷地内土壌汚染の状況について 

 旧亀岡市若宮工場の敷地が有害物質で汚染さ れている可能性があるこ と から 、 地下

構造物の撤去工事に先立ち表層土壌の汚染状況を調査し た結果、 14 区画（ 1 区画 10m

×10m） で汚染が確認さ れまし た。  

こ の結果を受けて、 汚染の深さ を確認するため詳細調査（ ボーリ ング調査） を追加

調査と し て実施し まし た。  

 

資料 ４



令和 4 年 12 月 13 日 

環境市民厚生常任委員会資料 

基準不適合区画の状況 

対象物質 
基準不適合 

画数 

表層土壌の 

汚染状況 
判定基準 

最大 

不適合深度 

ヒ 素（ 溶出量）  12 区画 
0. 011mg/l  

～0. 025mg/l  
0. 01 ㎎/l  7m 

鉛（ 含有量）  1 区画 510mg/kg 150mg/kg 1m 

六価ク ロム（ 溶出量）  1 区画 0. 10mg/l  0. 05mg/l  2m 

※ 調査結果は、 別紙「 壌汚染詳細調査 基準不適合区画図」 参照 

 

 土壌汚染の調査結果については京都府南丹保健所に報告、 今後、 京都府が報告内容

を審査し 当該区画を土壌汚染の区域と し て指定する予定と なっ ています。  

 

  ※土壌汚染の追加調査に伴う 契約変更 

契約金額 変更前  ２ ６ ２ ， １ ３ ０ ， ０ ０ ０ 円 

     変更後  ２ ７ １ ， ７ ８ １ ， ４ ０ ０ 円 

９ ， ６ ５ １ ， ４ ０ ０ 円 増額 

 

３  土壌汚染への対応について 

 地下水槽や建物基礎などの地下構造物周辺の汚染土壌を撤去処分し なれば解体撤去

を進めるこ と ができないため、 汚染土壌対策工事について工事請負業者や京都府南丹

保健所と 協議を行います。  
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